
Title 選挙二法昭和５０年改正と憲法問題　－公職選挙法改正をめぐる国会審議を中心として－

Author(s) 常本, 照樹; TSUNEMOTO, Teruki

Citation 北大法学論集, 32(2), 163-191

Issue Date 1981-12-19

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16371

Type departmental bulletin paper

File Information 32(2)_p163-191.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



選
挙
二
法
昭
和
五

O
年
改
正
と
憲
法
問
題

ー

l
公
職
選
挙
法
改
正
を
め
ぐ
る
国
会
審
議
を
中
心
と
し
て
|
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料

は
じ
め
に

資

〈

1
〉

ハ

2
)

公
職
選
挙
法
改
正
案
及
び
政
治
資
金
規
正
法
改
正
案
は
、
昭
和
四
九
年
暮

に
「
政
界
浄
化
」
を
掲
げ
て
誕
生
し
た
三
木
内
閣
に
よ
り
、
第
七
五
回
国
会

の
最
重
要
法
案
の
ひ
と
つ
と
し
て
昭
和
五

O
年
四
月
八
日
、
衆
議
院
に
提
出

さ
れ
た
。
同
院
で
は
四
月
一
八
日
の
本
会
議
で
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
の
後
、

公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。
同
委
は
四
月

一
一
一
一
一
日
以
降
六
回
の
委
員
会
で
質
疑
応
答
を
行
な
っ
て
か
ら
、
六
月
四
日

に
、
公
職
選
挙
法
改
正
案
に
つ
き
、

一
部
修
正
の
上
、
自
民
、
社
会
、
民
社

各
党
の
賛
成
で
可
決
、
政
治
資
金
規
正
法
に
つ
き
自
民
党
の
み
の
賛
成
で
可

決
し
、
翌
五
日
の
本
会
議
に
お
い
て
両
案
を
可
決
、
同
日
、
参
議
院
に
送
付

し
た
。
参
議
院
で
は
六
月
九
日
の
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
、
質
疑
の

後
、
同
日
、
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
、
問
委
に
お

い
て
は
六
月
一
八
日
以
降
二
八
日
ま
で
五
回
に
わ
た
り
審
議
を
行
な
っ
た

が
、
そ
の
後
は
委
員
会
を
開
会
で
き
な
い
状
態
と
な
り
、
七
月
一
一
一
日
に
本
会

(
3
)
 

議
で
中
間
報
告
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
審
議
を
経
て
、
会
期
末
の
四
日
夕

(
4〉

刻
、
両
案
は
衆
議
院
送
付
案
通
り
可
決
、
成
立
し
た
。

両
法
案
は
、
事
柄
の
性
質
上
政
治
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
法
的
に
も
多
様
な

問
題
を
含
む
と
い
わ
れ
、
国
会
内
外
で
激
し
い
議
論
を
引
き
起
こ
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
立
法
過
程
は
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
に
対
し
興
味
深
い
素

ハ
5
)

材
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
資
料
は
、
両
法
の
改
正
の
概
要
を

摘
記
し
た
上
で
、
「
立
法
過
程
」
の
基
礎
的
研
究
の
一
環
と
し
て
こ
れ
を
憲

法
的
側
面
か
ら
眺
め
、
い
わ
ゆ
る
ピ
ラ
規
制
を
は
じ
め
主
に
憲
法
を
援
用
し

て
の
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
公
職
選
挙
法
改
正
案
を
取
り

上
げ
て
、
特
に
、
国
権
の
最
高
機
関
た
る
国
会
に
お
け
る
審
議
の
中
で
、
立

法
者
と
し
て
の
政
府
及
び
各
政
党
が
、
憲
法
と
選
挙
法
、
及
び
両
者
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
論
じ
て
い
る
か
を
事
実
に
即
し
て
整
理
す
る
こ
と
を

試
み
た
。

今
次
の
公
職
選
挙
法
改
正
案
の
論
点
は
、
先
述
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
っ

(
6
)
 

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
ピ
ラ
規
制
を
中
心
と
す
る
新
聞
紙
等
頒
布
規
制
の

強
化
、
連
座
制
の
強
化
、
供
託
金
の
増
額
の
三
点
を
扱
う
こ
と
に
し
た
。
そ

れ
は
、
そ
れ
ら
が
特
に
先
鋭
的
な
論
議
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

の
他
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
主
と
し
て
改
正
に
反
対
す
る
政
党
が
憲
法
を
援
用
し

た
例
、
政
府
が
援
用
し
た
例
、
そ
し
て
国
会
内
で
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
ず
、

却
っ
て
院
外
で
、
憲
法
的
問
題
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
例
の
典
型
と

い
え
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

4時

* 

* 
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第
七
五
回
国
会
会
議
録
の
引
用
は
次
の
例
に
よ
っ
た
。

・
衆
(
参
)
議
院
会
議
録
|
↓
衆
ハ
参
〉
本
録

-
衆
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
議
録
|
↓
衆

委
録

-
参
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
|
↓
参
委

録
-
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
1
↓
衆
法
務
録

.
参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録
|
↓
参
予
算
録

O

国
会
議
員
の
発
言
の
う
ち
、
所
属
政
党
を
表
示
す
る
の
が
適
当
と
思

わ
れ
る
場
合
は
次
の
例
に
よ
っ
た
。

-
苗
字
(
所
属
政
党
名
ま
た
は
そ
の
通
称
の
頭
文
字
)
議
員

O 

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

(

1

)

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
内
閣
提
出
第
六

O
号〉。

(

2

)

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
ハ
内
閣
提
出
第
六
一

号)。

(

3

)

国
会
法
五
六
条
の
三
参
照
。
な
お
、
中
間
報
告
の
制
度
に
つ
い
て
、

鮫
島
真
男
「
第
四
十
三
回
国
会
の
審
議
素
描
」
法
曹
時
報
一
五
巻
七
号

九
七
六
頁
(
昭
三
八
)
参
照
。

(

4

)

五
O
年
七
月
一
五
日
法
六
三
号
、
六
四
号
。
な
お
、
政
治
資
金
規
正

法
の
採
決
に
つ
い
て
は
可
否
同
数
と
な
っ
た
た
め
、
憲
法
五
六
条
二
項

に
基
づ
く
議
長
の
決
裁
権
行
使
に
よ
り
成
立
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
議

長
決
裁
権
の
行
使
は
現
憲
法
下
で
は
こ
れ
が
初
で
あ
る
。
明
治
憲
法
下

で
の
帝
国
議
会
時
代
に
議
長
が
決
裁
権
(
旧
憲
法
四
七
条
)
を
行
使
し

た
例
は
、
第
二
回
帝
国
議
会
で
一
度
(
明
治
二
四
年
一
二
月
一
七
日
)
、

第
一

O
回
に
一
一
度
(
同
コ
一

O
年
三
一
月
一
五
日
、
同
年
同
月
二
四
日
)
、

第
二
三
回
に
一
度
(
同
四

O
年
三
月
二
七
日
〉
の
計
四
回
、
い
ず
れ
も

衆
議
院
に
お
い
て
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
消
極
(
否
決
)
に
行

使
さ
れ
て
い
る
。
『
衆
議
院
先
例
集
』
〈
昭
五
三
〉
一
二
一
二
九
頁
。

(

5

)

既
刊
の
一
例
と
し
て
、
長
谷
川
正
安
・
森
英
樹
「
今
日
の
立
法
過
程

1

1
選
挙
二
法
改
正
(
七
五
国
会
)
を
素
材
に
1

1
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

増
刊
『
現
代
議
会
政
治
』
一
一

O
頁
(
昭
五
二
〉
。

〈
6
)
本
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
他
に
、
今
次
回
会
で
憲
法
上
疑
義
が
あ

る
と
し
て
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
問
題
と
し
て
は
、
政
治
資
金
規
正
法

附
則
一

O
条
に
よ
る
公
職
選
挙
法
の
改
正
ハ
ニ

O
一
条
の
五
以
下
の
「
政

治
団
体
」
を
「
政
治
活
動
を
行
う
団
体
」
と
改
め
る
)
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
選
挙
部
編
『
改
正
政
治
資
金
規
正
法
解
説
』

(
昭
五
一
)
二
ニ
頁
以
下
、
鷲
野
忠
雄
『
公
選
法
と
選
挙
活
動
の
自

由
』
(
昭
五
一
)
一
二
九
頁
以
下
、
藤
島
字
内
「
公
選
法
改
正
と
政
治

活
動
の
自
由
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
一
一
二
ハ
号
一
四
頁
(
昭
五
六
〉
等
参

刀
同
日
。

区

μμ

改
正
の
概
要

北法32(2・165)509

(
キ
印
は
衆
議
院
で
の
修
正
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
〉

衆
議
院
議
員
の
定
数
を
、

公
職
選
挙
法

一
一
選
挙
区
に
つ
い
て
ニ

O
人
増
加
し
、
当



業}

分
の
間
五
一
一
人
と
た
引
υ

〔
原
始
鮒
則
二
項
の
改
正
〕
O

J
ハ
選
挙
区
の
分

割
を
行
な
う
〔
附
則
七
項
の
改
正
〕
。

資

供
託
金
の
額
を
三
倍
程
度
引
き
上
げ
る
(
例
え
ば
、
衆
議
院
議
員
選
挙

及
び
参
議
院
地
方
区
選
挙
は
三

O
万
円
を
一

O
O万
円
に
、
参
議
院
全
国

区
選
挙
は
六

O
万
円
を
二

O
O万
円
に
)
〔
九
二
条
の
改
正
〕
。

三
選
挙
公
営
を
拡
大
す
る
。

川
国
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
候
補
者
は
、
供
託
金
没
収
者
を
除

苛
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
挙
運
動
用
自
動
車
を
無
料
で
使

用
す
る
こ
と
〔
一
四
一
条
四
項
の
追
加
〕
及
び
ポ
ス
タ
ー
を
無
料
で
作

成
す
る
こ
と
つ
四
三
条
二
二
項
の
追
加
〕
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

η
4
 

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
い
て

*
 

は
、
確
認
団
体
は
政
策
広
告
を
新
聞
に
四
回
に
限
り
無
料
で
掲
載
で
き

(
9
)
 

る
こ
と
と
す
る
〔
二

O
一
条
の
一
五
の
新
設
、
二
六
三
条
一
三
号
の
追

加〕。*
 

間
無
料
の
選
挙
運
動
用
通
常
葉
警
の
枚
数
を
増
加
す
る
(
例
え
ば
、
衆

議
院
議
員
選
挙
で
は
二
五

O
O
O枚
を
三
五

O
O
O枚
に
〉

〔
一
四
二

条
一
一
頃
各
号
の
改
正
〕
。

*
 
国
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
二
種
類
以
内
の
一
定
枚
数
の
選
挙

4h 運
動
用
〈
個
人
)
ピ
ラ
を
、
新
聞
折
り
込
み
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
方
法

で
札
刊
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
ピ
ラ
は
供
託
金
没
収
者
を
号
無
料

で
作
成
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
に
は
選
挙
管
理
委
員
会
の

交
付
す
る
証
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
を
要
す
る
〔
一
四
二
条
一
項
一
号
及

び
二
号
の
改
正
、
同
条
三
項
な
い
し
七
項
の
新
設
及
び
二
六
三
条
六
号

の
改
正
〕
。

四

公
職
の
候
補
者
等
及
び
後
援
団
体
の
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

文
書
図
画
は
、
①
政
令
で
定
め
る
総
数
の
範
囲
内
で
事
務
所
毎
に
こ
を
限

り
掲
示
さ
れ
る
立
札
看
板
の
類
、
②
ベ
ニ
ヤ
板
等
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な

い
ポ
ス
タ
ー
、
③
政
治
活
動
の
た
め
の
演
説
会
等
の
会
場
で
そ
の
集
会
の

開
催
中
使
用
さ
れ
る
も
の
、
④
確
認
団
体
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
、
を
除
い
て
は
日
切
掲
示
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
〔
一
四
三
条
一
四

項

一
五
項
の
新
設
〕
。

五

公
職
の
候
補
者
等
は
、
選
挙
と
の
関
係
の
有
無
を
関
わ
ず
、
選
挙
区
内

の
者
に
対
し
て
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
〔
一
九
九
条
の
こ

な
い
し
四
の
改
正
、
一
七
九
条
四
項
の
新
設
等
〕
。

(
日
)

六
新
聞
紙
等
の
頒
布
規
制
の
強
化

τ
i
 

選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
を
掲
載
し
た
一
般
の
新
聞
紙
、
雑
誌
の
頒

布
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
「
通
常
の
方
法
で
す
る
」
と
い
う
規
定
に
、

選
挙
期
間
中
は
定
期
購
読
者
以
外
の
者
に
対
し
て
は
有
償
で
す
る
場
合

北法32(2・166)510



(
U
V
*
 

に
限
る
と
い
う
条
件
を
付
加
す
る
。
ま
た
、
適
格
紙
の
要
件
の
う
ち
、

継
続
発
行
期
聞
を
、
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
裁
す
る
一
般
の
日
刊
紙

に
つ
い
て
は
一
年
を
六
月
に
短
縮
す
る
〔
一
四
八
条
二
項
、
三
項
及
び

一
四
九
条
二
項
の
改
正
〕
。

*
 

間
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
を
掲
載
し
た
確
認
団
体
の
届
出
機
関
紙
、

機
関
雑
誌
ハ
号
外
等
を
除
く
〉
の
頒
布
に
つ
い
て
は
、
一
般
紙
誌
の
場

ハ
U
V

〔

M
〉

合
と
異
な
り
、
概
ね
従
来
ど
お
り
、
通
常
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る

〔二

O
一
条
の
一
四
第
一
項
後
段
〕
。

同
確
認
団
体
の
届
出
機
関
紙
誌
の
号
外
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
本
紙

誌
と
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
を
掲

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

載
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
選
挙
期
間
中
は
頒
布
で
き
な
い
こ
と
と
し
、

が
た
、
そ
れ
ら
を
掲
載
し
て
い
な
い
も
の
で
も
、
特
定
の
候
補
者
の
氏

名
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
選
挙
区
内
に
お
け
る
頒
布
を

認
め
な
い
こ
と
と
す
る
〔
二

O
一
条
の
一
四
第
一
項
前
段
の
改
正
及
び

同
条
三
項
新
設
〕
。

七

(
日
)

連
座
制
を
強
化
す
る
た
め
、
従
来
、
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
裁
判
が
確

定
し
て
か
ら
検
察
官
が
新
た
に
当
選
無
効
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
逆
に
、
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
裁
判
の
確

定
後
一
定
期
間
内
に
、
当
選
人
本
人
が
、
こ
れ
ら
の
者
が
総
括
主
宰
者
等

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
、
自
己
の
当
選
が
無
効
と
な
ら
な
い
こ

と
の
確
認
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
な
い
限
り
自
動
的
に
当
選
が
無
効
と

ハM
W
〉

な
る
こ
と
と
改
め
る
つ
二

O
条
の
新
設
、
二
一
一
条
の
改
正
、
二
五
一

条
の
四
及
び
二
五
四
条
の
二
の
新
設
等
〕
。

/¥ 

い
わ
ゆ
る
解
散
電
報
の
禁
止
三
四
二
条
九
項
の
新
設
〕
、
罰
則
の
整

備
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
な
う
。

政
治
資
金
規
正
法

(2) (1) 
総
則
の
改
正

目
的
〔
一
条
〕
、
基
本
理
念
〔
二
条
〕
を
大
幅
に
改
め
た
。

「
政
治
団
体
」
〔
コ
一
条
一
項
〕
、
「
政
党
」
〔
一
一
一
条
二
項
及
び
コ
一
項
〕
、

「
党
費
又
は
会
費
」
〔
四
条
二
項
〕
、
「
寄
附
」
〔
四
条
三
項
、
五
条
二

項
〕
、
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
〔
四
条
四
項
〕
等
の
定
義
を
明
確

に
し
た
。

(1) 
政
治
資
金
の
寄
附
の
制
限

寄
附
の
量
的
制
限

ア

個
人
の
す
る
寄
附
は
年
間
二

O
O
O万
円
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
ま

た
、
会
社
に
つ
い
て
は
資
本
ま
た
は
出
資
の
金
額
、
労
働
組
合
等
に
つ

い
て
は
組
合
員
等
の
数
、
そ
の
他
の
団
体
に
つ
い
て
は
前
年
の
経
費
額
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料

を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
規
模
に
応
じ
制
限
額
を
定
め
た

〔
二
二
条
〕
。

資

イ

但
し
、
当
分
の
間
右
ア
の
限
度
額
は
政
党
、
政
治
資
金
団
体
(
六
条

の
二
参
照
〉
及
び
公
職
の
候
補
者
に
対
し
て
寄
附
す
る
場
合
の
限
度
額

と
し
、
そ
れ
以
外
の
政
治
団
体
(
派
閥
、
個
人
後
援
会
等
)
に
対
す
る

寄
附
に
つ
い
て
は
、
当
該
限
度
額
の
二
分
の
一
相
当
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
し
た
〔
附
則
五
条
〕
。

ウ

右
の
ア
、
イ
の
限
度
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
寄
附
を
す
る
場
合
、
政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
ま
た
は
個
人
に
対
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
同
一
の
者
に
対
し
年
間
一
五

O
万
円
を
限
度
と
し
た

〔
二
二
条
の
二
第
一
項
〕
。

政
治
団
体
が
寄
附
を
す
る
場
合
及
び
個
人
が
遺
贈
に
よ
っ
て
寄
附
を

す
る
場
合
は
、
ア
な
い
し
ウ
の
制
限
は
適
用
せ
ず
、
無
制
限
と
し
た

〔
二
二
条
三
項
、
二
二
条
の
二
第
二
項
〕
。

η
，“
 二己

寄
附
の
質
的
制
限

ア

国
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
(
性
質
上
利
益
を
伴
わ
な

い
も
の
を
除
く
)
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
一

定
期
間
、
ま
た
、
国
か
ら
資
本
金
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
出
資
等
を

受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
期
聞
を
問
わ
ず
、
政
治
活
動
に
関

す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
但
し
、
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員
も
し
く
は
長
に
か
か
る
公
職
の
候
補
者
、
ま
た
は
こ
れ
ら

の
候
補
者
を
推
薦
し
、
支
持
し
も
し
く
は
反
対
す
る
政
治
団
体
に
対
し

て
行
な
う
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

〔
二
二
条
の
三
第
一
項
な
い
し
三
項
〕
。

イ

地
方
公
共
団
体
に
対
し
右
ア
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
会
社
そ
の
他
の

法
人
は
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
も
し
く
は
長
に
か
か
る

公
職
の
候
補
者
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
候
補
者
を
推
薦
し
、
支
持
し
も
し

く
は
反
対
す
る
政
治
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
、
ア
と
同
じ
制
限

を
受
け
る
と
さ
れ
た
〔
二
二
条
の
三
第
四
項
〕
。

ウ

一
事
業
年
度
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
一
定
の
欠
損
を
生
じ
て
い
る

会
社
〔
二
二
条
の
四
〕
、
外
国
人
等
〔
二
二
条
の
五
〕
、
本
人
名
義
以
外

の
名
義
ま
た
は
匿
名
で
〔
二
二
条
の
六
〕
は
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附

は
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

二工ー

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
あ
っ
せ
ん
を
す
る
場
合
に
は
、
何
人

も
、
相
手
方
に
対
し
業
務
、
一
雇
用
そ
の
他
の
関
係
ま
た
は
組
織
の
影
響

カ
を
利
用
し
て
威
迫
す
る
等
不
当
に
そ
の
意
思
を
拘
束
す
る
よ
う
な
方

法
を
と
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
〔
二
二
条
の
七
第
一
項
〕
。
ま
た
、
あ

っ
せ
ん
を
す
る
者
は
、
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
す
る
か
を
関
わ
ず
、
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相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
者
の
賃
金
等
か
ら
の
控
除
に
よ
る
方

法
で
寄
附
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
〔
同
条
二
項
〕
。
但

し
、
組
合
費
を
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
に
よ
っ
て
徴
収
し
、
組
合
の
資
金
の

中
か
ら
寄
附
す
る
こ
と
は
本
項
に
抵
触
し
な
い
。

(1) 
政
治
資
金
の
公
開
の
強
化

い
わ
ゆ
る
法
人
会
費
等
は
、
た
と
え
形
式
上
は
会
費
や
党
費
で
あ
っ

て
も
、
こ
れ
を
寄
附
と
み
な
し
て
公
開
の
対
象
と
し
た
〔
五
条
二
項
〕
。

凶
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
会
計
帳
簿
及
び
収
支
報
告
書
に
記
載
す

ベ
き
内
容
等
に
つ
い
て
改
善
、
合
理
化
し
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体

に
あ
っ
て
は
年
間
一
万
円
、
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
あ
っ
て
は
年
間
一

O
O万
円
を
超
え
る
寄
附
は
全
て
公
開
す
る
こ
と
と
し
た
他
、
機
関
紙

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

誌
の
発
行
や
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
も
具
体
的
に
報
告
す
べ
き
こ

と
と
し
た
〔
九
条
な
い
し
一
一
一
一
条
〕
。

(3) 

政
治
団
体
の
届
出
の
方
法
等
に
つ
い
て
改
善
、
合
理
化
を
図
っ
た

〔
六
条
な
い
し
八
条
、

一
七
条
一
項
、

一
八
条
〕
。
ま
た
、
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
内
容
を
公
表
し
て
、
こ
れ
を
国
民
に
周

知
す
る
こ
と
と
し
た
〔
七
条
の
一
一
〕
。

四

個
人
献
金
を
奨
励
す
る
た
め
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
対
す
る
政

治
活
動
に
関
す
る
個
人
の
寄
附
金
で
、
一
定
の
要
件
に
合
致
す
る
も
の
は

所
得
税
法
上
の
特
定
寄
附
金
と
み
な
し
、
所
得
控
除
の
対
象
と
し
た
〔
一
一
一

二
条
の
二
、
租
税
特
別
措
置
法
四
一
条
の
一
五
〕
。

五

罰
則
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
な
っ
た
。

占ノ、

改
正
法
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
時
点
で
、
施
行
状
況
を
勘
案
し
、

個
人
献
金
を
一
一
層
強
化
す
る
た
め
の
方
途
と
、
会
社
、
労
働
組
合
そ
の
他

の
団
体
が
拠
出
す
る
政
治
資
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
を
加
え

る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た
〔
附
則
八
条
〕
。

(

7

)

こ
の
結
果
、
昭
和
四
五
年
国
勢
調
査
人
口
に
よ
る
議
員
一
人
当
た
り

人
口
の
較
差
は
、
改
正
前
の
四
・
八
倍
か
ら
ニ
・
九
倍
と
な
っ
た
。

(
8
〉
国
庫
負
担
に
よ
る
支
払
い
は
、
候
補
者
自
身
に
で
は
な
く
、
当
該
候

補
者
と
契
約
し
た
業
者
(
本
項
の
場
合
は
自
動
車
運
送
業
者
)
に
選
挙

終
了
後
に
直
接
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
候
補
者
が
法
定
得

票
数
に
達
し
な
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
供
託
物
没
収
と
な
っ
た
時
は
こ

の
支
払
い
が
な
さ
れ
な
い
わ
け
で
、
結
局
そ
の
場
合
は
候
補
者
が
経
費

を
負
担
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
同
種
の
公
営
事
項
に
つ
い
て
も

同
じ
。

(

9

)

こ
の
回
数
は
、
当
初
の
政
府
案
で
は
、
ゴ
一
回
を
基
礎
回
数
と
し
、
衆

議
院
議
員
の
総
選
挙
の
場
合
に
は
所
属
候
補
者
数
が
一

O
O人
を
超
え

る
五

O
人
毎
に
、
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
場
合
に
は
同
じ
く
一
二

O

人
を
超
え
る
一
五
人
毎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
増
加
さ
れ
る
こ
と
に
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料

な
っ
て
い
た
が
、
衆
議
院
で
一
律
四
回
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
叩
)
一
般
に
「
頒
布
」
と
は
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
(
二
人
以
上
)
に
配

布
す
る
こ
と
を
い
う
。
相
手
方
が
選
挙
人
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

当
該
文
書
図
画
が
相
手
方
の
閲
覧
し
得
る
状
態
に
至
っ
た
と
き
に
「
頒

布
」
は
既
遂
と
な
る
。
最
判
昭
和
三
六
年
一
一
一
月
一
一
一
日
刑
集
一
五
巻
三
号

四
七
七
頁
等
参
照
。

(
日
)
後
掲
注
(
出
)
参
照
。

(
ロ
〉
販
路
拡
張
の
た
め
の
無
償
頒
布
や
、
専
ら
広
告
収
入
で
運
営
さ
れ
て

い
る

?
i
カ
ル
紙
等
の
無
償
頒
布
も
、
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
を
掲

載
し
て
い
る
場
合
は
、
選
挙
期
間
中
は
禁
止
さ
れ
る
。

(
臼
)
こ
の
場
合
の
通
常
の
方
法
と
は
、
選
挙
の
期
日
の
公
示
・
告
示
の
日

前
六
月
間
に
お
い
て
平
常
行
な
わ
れ
た
方
法
を
指
し
、
そ
の
間
に
行
な

わ
れ
た
臨
時
ま
た
は
特
別
の
方
法
を
含
ま
な
い
と
さ
れ
た
。
従
来
よ
り

も
極
端
な
減
ベ

l
ジ
や
、
選
挙
期
間
だ
け
の
地
方
版
の
発
行
等
も
含
ま

れ
な
い
〔
土
屋
自
治
省
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
四
頁
〕
。

(
日
〉
政
府
案
で
は
政
談
演
説
会
の
会
場
で
頒
布
す
る
も
の
の
他
は
一
般
紙

誌
と
同
じ
く
有
償
頒
布
に
限
る
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
衆
議
院
に
お
い

て
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
日
)
「
総
括
主
宰
者
」
と
は
、
当
該
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
を
推
進

す
る
中
心
的
存
在
と
し
て
こ
れ
を
掌
握
指
揮
す
る
立
場
に
あ
る
者
を
い

う
が
、
「
出
納
責
任
者
」
と
は
異
な
り
、
届
出
等
を
要
す
る
身
分
で
は

な
い
た
め
、
訴
訟
で
は
そ
の
身
分
の
存
否
の
認
定
が
争
点
と
な
る
。
最

判
昭
和
四
三
年
四
月
三
日
刑
集
二
二
巻
四
号
一
六
七
頁
等
参
照
。

資

(
叩
山
)
但
し
、
こ
の
連
座
制
の
改
革
は
総
括
主
宰
者
等
に
関
す
る
場
合
に
限

ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
同
居
の
親
族
や
公
務
員
の
犯
罪
の
場
合
〔
二
五
一

条
の
二
第
一
項
及
び
二
五
一
条
の
一
二
〕
は
、
従
来
ど
お
り
検
察
官
が
当

選
無
効
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
要
す
る
〔
一
一
一
一
条
、
二
五
一
条

の
四
〕
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
場
合
に
は
刑
事
裁
判
で
確
定
し
た
事
実

以
外
に
当
選
人
と
の
特
別
な
関
係
(
意
思
を
通
じ
る
等
)
が
連
座
の
要

件
と
し
て
加
重
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
実
確
定
の
た
め
に
別
個
の
実
質

的
裁
判
が
必
要
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
親
族
の
要
件
の

う
ち
同
居
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
成
立
し
た
公
職
選

挙
法
改
正
法
に
よ
っ
て
除
か
れ
た
。
本
江
威
意
「
公
職
選
挙
法
の
改
正

に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
四
巻
五
号
三
四
頁
(
昭
五
六
〉
等
参

照。
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新
聞
紙
等
の
頒
布
に
関
す
る
制
限

(1) 

総
説

l
l機
関
紙
号
外
の
規
制
を
中
心
と
し
て

昭
和
五

O
年
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
際
し
、
憲
法
的
に
も
、
ま
た
政
治
的
に

も
最
も
議
論
を
呼
ん
だ
の
は
、
政
党
機
関
紙
・
機
関
雑
誌
(
以
下
、
機
関
紙

誌
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
〉
の
号
外
、
臨
時
号
、
増
刊
号
そ
の
他
の
臨
時

に
発
行
す
る
も
の
(
以
下
、
号
外
等
と
略
称
〉
の
規
制
を
中
心
と
し
た
、
選

挙
期
間
中
に
お
け
る
新
聞
紙
等
頒
布
の
制
限
強
化
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



以
下
で
は
、
ま
ず
、
機
関
紙
誌
の
号
外
等
の
頒
布
規
制
に
代
表
さ
れ
る
新

聞
紙
規
制
の
基
本
的
問
題
で
あ
る
言
論
、
政
治
活
動
の
自
由
と
選
挙
の
公
正

と
の
関
連
と
い
う
論
点
に
か
か
る
、
法
案
提
出
者
た
る
政
府
の
見
解
及
び
各

政
党
の
意
見
を
要
説
し
た
後
、
機
関
紙
誌
以
外
の
一
般
紙
誌
に
対
す
る
制
約

と
な
る
有
償
頒
布
条
件
の
法
定
の
問
題
、
今
回
の
規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
か

否
か
の
分
か
れ
目
と
な
る
「
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
」
の
意
義
、
そ
し
て
、

号
外
規
制
の
代
替
物
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
個
人
ビ
ラ
新
設
を

巡
る
議
論
に
つ
い
て
順
次
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈口〕

政
府
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

わ
が
国
の
選
挙
は
、
独
自
の
選
挙
区
制
の
故
に
候
補
者
個
人
が
中
心
と
な

(
同
)

っ
た
選
挙
運
動
が
展
開
さ
れ
、
従
っ
て
、
現
行
制
度
の
下
で
選
挙
の
公
正
を

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

確
保
す
る
た
め
に
は
法
律
に
よ
る
綿
密
な
規
制
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

公
職
選
挙
法
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
憲
法
の
保
障
す
る
政
治
活

(
川
出
)

動
の
自
由
を
維
持
し
つ
つ
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
選
挙
運
動

を
規
制
す
る
こ
と
を
通
じ
て
選
挙
の
公
正
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
選
挙
運
動
用
文
書
も
一
定
枚
数
の
薬
害
(
一
四

二
条
)
、
新
聞
広
告
(
一
四
九
条
)
、

選
挙
公
報
(
一
六
七
条
〉

に
限
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
近
時
、
特
に
政
党
機
関
紙
の
号
外
等
が
、
特
定
の
候
補

者
の
写
真
や
氏
名
等
を
大
き
く
掲
載
し
、
投
票
依
頼
に
わ
た
る
文
言
を
記
載

す
る
な
ど
事
実
上
の
選
挙
運
動
用
文
書
と
化
し
、
し
か
も
無
償
で
、
無
差

hm〉

別
、
大
量
に
ば
ら
ま
か
れ
て
、
選
挙
の
公
正
を
害
し
て
い
る
と
と
も
に
ピ
ラ

〈
幻
)

公
害
と
し
て
国
民
の
批
判
を
浴
び
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に

鑑
み
、
所
期
の
立
法
目
的
を
十
全
に
達
成
す
る
た
め
に
は
一
定
程
度
の
規
制

の
強
化
、
明
確
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。

憲
法
に
い
う
表
現
の
自
由
も
絶
対
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら

ハ
沼
)

の
制
約
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
今
回
の
規
制
強
化
も
そ
の
対
象
を
絞

(

お

)

(

泌

)

り
、
ま
た
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
に
よ
っ
て
代
替
措
置
を
設
け
て
お
り
、
選

挙
の
公
正
と
い
う
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
合
理
的
制
約
で

(
お
)

あ
る
か
ら
違
憲
の
問
題
は
お
き
な
い
。

政
府
の
公
職
選
挙
法
改
正
案
に
つ
き
、

的
に
賛
成
し
た
社
会
、
民
社
両
党
は
、
や
は
り
選
挙
運
動
と
政
治
活
動
を
峻

別
し
、
前
者
に
は
選
挙
の
公
正
、
候
補
者
間
の
平
等
の
た
め
一
定
の
ル

1
ル

一
定
の
留
保
を
付
し
つ
つ
も
基
本

を
課
し
な
が
ら
後
者
に
は
最
大
限
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
体
系
を
肯

(お〕

認
す
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
今
次
の
改
正
に
際
し
て
も
、
機
関
紙
誌
、
号

外
等
の
規
制
に
対
し
、
機
関
紙
本
紙
は
憲
法
に
い
う
政
治
活
動
の
自
由
の
保

障
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
号
外
等
は
本
紙
と
は
明
確
に
分
け
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
実
態
上
選
挙
用
文
書
と
化
し
て
い
る
と
い
う
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料

ハ
U
V

認
識
に
立
ち
、
そ
の
頒
布
の
規
制
を
支
持
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
規
制

資

一
方
で
両
党
の
年
来
の
主
張
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
金
の
か
か
ら
な
い
選

(お〉

挙
」
実
現
の
た
め
の
選
挙
公
営
の
拡
大
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に

ハ
ぬ
)

も
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。

は

こ
れ
に
対
し
、
公
職
選
挙
法
改
正
反
対
の
立
場
に
ま
わ
っ
た
共
産
、
公
明

両
党
は
、
機
関
紙
誌
、
号
外
等
の
頒
布
規
制
に
つ
い
て
も
、
選
挙
は
国
民
主

権
の
最
も
重
要
な
行
使
の
場
で
あ
り
、
議
会
制
民
主
主
義
の
土
台
を
成
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
政
治
選
択
の
資
料
は
十
分
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
選
挙
期
間
中
こ
そ
却
っ
て
言
論
及
び
政
治
活

ハ
mv

動
の
自
由
は
強
く
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
い
か
な
る
形
に
せ
よ
、

(
幻
)

新
聞
紙
、
号
外
等
を
規
制
す
る
の
は
憲
法
違
反
で
あ
っ
て
、
か
り
に
行
き
過

ぎ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
規
正
は
法
律
で
は
な
く
主
権
者
た
る
国
民
の
批

(ロ〉

判
的
投
票
行
動
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
公
営
の
実
効
化

を
理
由
と
す
る
規
制
の
主
張
に
対
し
て
も
、
公
営
は
あ
く
ま
で
も
最
低
限
の

保
障
で
あ
る
べ
き
で
、
ビ
ラ
、
文
書
活
動
は
本
来
公
営
に
な
じ
ま
ず
、
い
わ

(
ね
)

ん
や
公
営
の
故
の
規
制
強
化
は
筋
違
い
と
反
論
し
て
い
る
。

(
げ
)
提
案
理
由
説
明
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「こ

の
改
正
法
案
は
、
最
近
に
お
け
る
選
挙
の
実
情
に
か
ん
が
み
:
:
:
選
挙

の
腐
敗
を
防
止
し
、
及
び
そ
の
公
正
を
確
保
す
る
等
の
た
め
、
供
託
金

の
引
き
上
げ
、
選
挙
公
営
の
拡
充
、
寄
附
、
文
書
図
面
の
掲
示
及
び
機

関
紙
等
の
頒
布
の
制
限
の
強
化
並
び
に
連
座
制
の
強
化
そ
の
他
所
要
の

改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
:
・
:
機
関
紙
等
の
頒
布
の

規
制
で
あ
り
ま
す
が
、
選
挙
時
に
無
償
の
政
党
機
関
紙
等
が
大
量
に
頒

布
さ
れ
、
選
挙
の
公
正
が
害
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
ピ
ラ
公
害
と
も
い

わ
れ
て
い
る
:
:
:
」
〔
福
田
自
治
大
臣
、
四
月
一
一
一
一
一
日
衆
委
録
一
二
号
一

|
二
頁
〕

(
問
)
中
選
挙
区
制
に
よ
り
生
ず
る
個
人
本
位
の
選
挙
運
動
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
選
挙
制
度
審
議
会
等
に
お
い
て
も
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
第
三
次
選
挙
制
度
審
議
会
第
一
、
第
二
委
員
会
委
員
長
報
告
、

自
治
省
選
挙
課
編
『
選
挙
制
度
審
議
会
答
申
・
報
告
集
』
所
収
。

(
印
)
選
挙
運
動
の
意
義
に
つ
い
て
は
公
職
選
挙
法
中
に
規
定
は
な
く
(
し

か
し
「
白
地
刑
法
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
最
決
昭
和
三
八
年

一
O
月
一
一
一
一
日
刑
集
一
七
巻
九
号
一
七
五
五
頁
〉
、
ま
た
法
一
一
二
、
一

四
、
一
六
章
で
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
広
狭
の
差
が
あ
る
。
結
局
、
各

法
条
に
つ
い
て
そ
の
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
て
意
義
を
定
め
る
べ
き
も
の

と
な
る
が
、
一
般
的
に
は
、
判
例
、
実
務
上
は
「
特
定
の
選
挙
の
施
行

が
予
測
せ
ら
れ
あ
る
い
は
確
定
的
と
な
っ
た
場
合
、
特
定
の
人
が
そ
の

選
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
と
き
は
も
と
よ
り
、
そ
の

立
候
補
が
予
測
せ
ら
れ
る
と
き
に
お
い
て
も
、
そ
の
選
挙
に
つ
き
そ
の

人
に
当
選
を
得
し
め
る
た
め
投
票
を
得
若
し
く
は
得
し
め
る
目
的
を
も
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っ
て
、
直
接
又
は
間
接
に
必
要
か
つ
有
利
な
周
旋
、
勧
誘
若
し
く
は
誘

導
そ
の
他
諸
般
の
行
為
を
な
す
こ
と
を
い
う
」
(
前
掲
最
決
〉
と
解
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
選
挙
運
動
は
、
「
政
治
上
の
主
義
も
し
く
は
施
策
を

推
進
し
、
支
持
し
、
も
し
く
は
こ
れ
に
反
対
し
、
ま
た
は
こ
の
公
職
の

候
補
者
を
推
薦
、
支
持
し
、
も
し
く
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
行
う
直
接
間
接
の
二
切
の
行
為
セ
言
う
」
〔
土
屋
選
挙
部
長
、

六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
二
ニ
頁
〕
と
さ
れ
る
政
治
活
動
に
概
念
上
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
職
選
挙
法
で
は
こ
の
両
者
を
理
論
上
区
別

し
て
扱
っ
て
い
る
。
参
照
、
秋
山
陽
一
郎
『
選
挙
』
(
昭
五
二
)
二
四

五
頁
、
三
五
七
頁
。

(
却
)
政
府
の
い
う
「
公
正
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
そ

れ
を
示
す
代
表
的
発
言
と
思
わ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
。
「
公
正
を
欠
く

と
い
う
意
味
は
:
:
:
公
正
と
い
う
の
は
み
ん
な
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
見

る
か
と
い
う
こ
と
で
決
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
、
公
害
と
い
う
よ
う
な
一
言

葉
が
出
る
よ
う
な
も
の
を
出
す
こ
と
は
こ
の
際
差
し
控
え
た
方
が
い
い

の
で
は
な
い
か
、
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
」
〔
福
田
自
治
大
臣
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
七
頁
〕
「
た

と
え
ば
金
を
も
っ
た
者
だ
け
が
自
由
に
や
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と

で
は
困
る
の
で
、
何
か
そ
こ
に
一
定
の
秩
序
を
設
け
て
い
く
。
平
等
と

言
い
ま
す
か
公
正
を
図
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
機
会
の
均
等
と
い
う
こ

と
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
一
つ
の
規
制
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
」
〔
土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
一
七
頁
〕

ま
た
、
月
刊
・
自
由
民
主
二
三
一
五
号
二
頁
(
昭
五

O
)
は
、
「
資
金
力
と

配
付
要
員
動
員
力
の
ズ
パ
抜
け
て
強
い
特
定
の
政
党
だ
け
を
利
す
る
と

い
う
選
挙
の
不
公
正
を
き
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

(
削
む
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ラ
公
害
」
論
に
関
し
、
福
岡
自
治
大
臣
は
昭
和
四
八

年
の
東
京
都
議
選
の
際
の
新
開
記
事
や
投
書
を
例
-
証
と
し
て
挙
げ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
共
産
党
が
、
や
は
り
新
聞
や
該
選
挙
に
つ
い

て
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
な
っ
た
世
論
調
査
等
を
引
き
っ
て

一
律
的
判
断
は
で
き
な
い
と
反
論
し
た
〔
福
田
自
治
大
臣
、
津
金
委

員
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
七
|
八
頁
〕
。
参
照
、
根
岸
重
治
「
ピ

ラ
公
害
・
ヤ
ミ
米
」
時
の
法
令
八
三
二
号
一
四
頁
(
昭
四
八
〉
。

な
お
、
ピ
ラ
公
害
論
の
発
端
は
昭
和
四
五
年
四
月
一
一
一
日
執
行
の
京

都
府
知
事
選
挙
と
み
ら
れ
る
(
例
え
ば
、
鈴
木
参
考
人
、
六
月
三
日
衆

委
録
八
号
一
'
4
4
4
4

二
頁
、
朝
日
新
聞
四
五
年
一
一
月
六
百
社
説
)
が
、
同

年
六
月
、
参
議
院
公
職
選
挙
法
調
査
特
別
委
員
会
は
委
員
四
名
ハ
自
民

二
人
、
社
公
各
一
人
、
他
に
社
共
そ
の
他
各
一
人
が
現
地
参
加
〉
を
派

遣
し
て
実
情
調
査
に
あ
た
ら
せ
、
そ
の
報
告
を
得
て
い
る
〔
第
六
三
回

国
会
参
委
録
一
号
一
八
|
二

O
頁
。
な
お
、
林
委
員
発
言
、
第
六
四
回

国
会
衆
委
録
五
号
三
回
頁
参
照
〕
。
ま
た
、
そ
の
際
、
中
傷
ピ
ラ
配

布
禁
止
の
仮
処
分
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
的
、
法
的
問

題
に
つ
き
、
石
川
明
「
新
聞
等
配
布
禁
止
仮
処
分
に
つ
い
て
」
判
例
評

論
一
八
三
号
一
一
六
頁
(
昭
四
九
)
参
照
。

(
幻
)
一
二
、
一
三
条
を
援
用
し
て
い
る
〔
福
田
自
治
大
臣
、
五
月
二
八
日
衆

委
録
六
号
一
六
頁
〕
。
ま
た
、
月
刊
・
自
由
民
主
、
前
掲
注
(
却
)
参
照
。

(
幻
)
「
し
か
も
こ
れ
が
全
部
の
手
段
を
奪
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

北法32(2・173)517



料

で
:
:
:
全
体
と
し
て
:
:
:
国
民
が
い
ろ
い
ろ
と
政
策
等
を
知
る
機
会
と

い
う
も
の
は
な
る
べ
く
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
配
慮
等
も

あ
わ
せ
て
加
え
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
〔
土
屋
選
挙
部
長
、

五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
一
八
頁
〕

(
M
U

「
選
挙
期
間
中
だ
け
は
こ
の
公
害
と
い
う
も
の
は
や
め
て
い
た
だ
く

が
、
そ
の
か
わ
り
と
し
て
一
般
紙
に
政
党
の
政
策
を
:
:
:
出
せ
る
よ
う

な
工
夫
を
し
て
お
り
ま
す
」
〔
福
田
自
治
大
臣
、
五
月
二
八
日
衆
委
録

六
号
八
頁
〕

(
お
)
「
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
必
要
最
小
限
の
合
理

的
な
規
制
を
設
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」
〔
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
一

八
日
参
委
録
五
号
一
一
一
良
〕

(
部
)
「
私
た
ち
は
、
政
治
活
動
と
選
挙
運
動
と
は
厳
然
と
区
別
す
べ
き
で

あ
る
と
存
じ
ま
す
。
:
:
:
政
治
活
動
は
、
憲
法
の
理
念
の
よ
う
に
、
選

挙
期
間
中
と
い
え
ど
も
最
大
限
自
由
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
選
挙
活
動
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
の
中
で
、
有
権
者
に
政
策
や
考
え

方
を
訴
え
る
手
段
を
ど
の
候
補
者
に
も
平
等
に
、
公
正
に
確
保
さ
れ
る

と
い
う
原
則
が
必
要
で
あ
り
ま
す
」
〔
山
田
(
社
)
議
員
、
六
月
五
日

衆
本
録
二
六
号
付
八
四
六
頁
〕
ま
た
、
小
沢
(
民
)
委
員
、
六
月
四

日
衆
委
録
九
号
コ
一
四
頁
。

(
幻
)
佐
藤
(
社
)
委
員
、
五
月
一
一
一
二
日
衆
委
録
五
号
一
七
頁
。

(
お
)
社
会
党
は
金
の
か
か
ら
な
い
、
選
挙
の
た
め
の
公
営
の
拡
大
と
い
う
こ

と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
金
が
か
か
ら
な
い
と
い
う

の
は
候
補
者
個
人
が
金
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
政
党

資

も
金
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
理
解
を
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る

〔
佐
藤
委
員
、
五
月
二
一
一
一
日
衆
委
録
五
号
六
頁
〕
。
従
っ
て
、
こ
の
意

味
か
ら
も
号
外
の
大
量
頒
布
の
よ
う
に
政
党
に
と
っ
て
「
金
の
か
か

る
」
手
段
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
〔
山
田
委
員
、
六
月
三
日
衆
委

録
八
号
一
二
頁
〕
。
ま
た
、
玉
置
(
民
)
議
員
、
四
月
一
八
日
衆
木
録

一
七
号
五
九
一
頁
。

〈
却
〉
「
公
費
と
い
う
こ
と
で
税
金
を
選
挙
ご
と
に
か
け
る
と
い
っ
て
も
お

の
ず
と
限
度
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
片
方
で
は
公
営
を
し
て
お
き
な
が

ら
、
片
方
で
は
政
党
や
個
人
が
幾
ら
で
も
無
制
限
に
事
が
な
さ
れ
る
と

い
う
の
で
は
、
私
は
税
金
を
納
め
る
国
民
と
し
て
も
納
得
し
て
い
た
だ

け
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
選
挙
の
公
営

の
宙
開
に
は
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
あ
る
程
度
の
規
制
と
い
う
も
の
も
や

む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
国
民
の
税
金
が
死
に
金
に
な
ら

な
い
方
途
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」
〔
佐
藤
(
社
)

委
員
、
五
月
二
三
日
衆
委
録
五
号
九
頁
〕
な
お
、
後
掲
注
(
臼
)
参

照。

(

ω

)

「
憲
法
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
選
挙
は
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹

で
あ
り
、
選
挙
に
際
し
て
は
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
そ
の
権
利
を
行
使

す
る
上
で
何
物
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
な
選
択
が
保
障
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
ま
す
。
国
民
は
選
挙
期
間
中
こ
そ
選
挙
の
争
点
、
政
党
や
候
補

者
の
実
績
と
そ
の
政
策
並
び
に
理
念
な
ど
を
知
る
権
利
が
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
何
人
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
主
権
者

で
あ
る
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
り
ま
す
」
〔
林
(
共
〉
委
員
、
六
月
四

北法32(2・174)518
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日
衆
委
録
九
号
三
六
頁
〕

共
産
党
は
更
に
「
反
論
の
自
由
」
の
主
張
も
行
な
っ
て
い
る
。
即

ち
、
対
立
陣
営
等
が
法
定
ピ
ラ
(
二

O
一
条
の
五
等
)
に
よ
っ
て
不
当

な
中
傷
を
行
な
っ
た
の
に
味
方
陣
営
は
既
に
法
定
限
度
の
三
種
類
を
使

い
終
わ
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
、
号
外
の
使
用
が
で
き
な
い
と
な
る

と
、
相
手
方
と
「
同
じ
効
果
」
を
持
つ
方
法
で
の
反
論
が
不
可
能
と
な

る
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
反
論
の
機
会
を
奪
う
こ
と

は
、
批
判
、
反
批
判
の
自
由
を
構
成
要
素
と
す
る
言
論
の
自
由
の
侵
害

に
他
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
〔
津
金
委
員
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六

号
八
|
一
一
一
頁
〕
。
こ
れ
に
対
し
て
も
政
府
は
、
結
局
、
号
外
を
認
め

る
利
益
と
禁
ず
る
利
益
の
衡
量
の
問
題
で
あ
る
と
応
じ
た
。

ま
た
、
津
金
佑
近
「
公
選
法
問
題
と
真
の
革
新
の
立
場
」
前
衛
三
八

五
号
一

0
1
一
一
頁
(
昭
五

O
U、
公
明
新
聞
五

O
年
五
月
一
一
日
号

参
照
。

ハ
引
己
内
藤
(
共
〉
議
員
、
七
月
四
日
参
本
録
二
二
号
八
七
一
一
具
、
林
(
公
)

委
員
、
五
月
三

O
日
衆
委
録
七
号
二
ハ
頁
。

ハ
明
叫
)
津
金
〈
共
〉
委
員
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
八
頁
。

(
m
M
〉
林
(
共
)
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
三
六
i
三
七
頁
、
林
(
公
)

議
員
、
四
月
一
八
日
衆
本
録
一
七
号
五
八
八
頁
。
な
お
、
一
般
的
に
、

内
藤
功
「
機
関
紙
規
制
と
表
現
の
自
由
」
経
済
一
三
五
号
一
一
一
一
一
頁

(
昭
五

O
U
。

(2) 

一
般
紙
誌
の
有
償
頒
布

今
次
改
正
で
の
新
聞
紙
等
頒
布
規
制
強
化
の
結
果
、

「
選
挙
に
関
す
る
報

道
・
評
論
」
を
掲
載
し
て
い
る
確
認
団
体
の
届
出
機
関
紙
誌
の
号
外
等
の
頒

(
M抽
〉

布
が
禁
止
さ
れ
た
他
、
確
認
団
体
以
外
が
発
行
す
る
一
般
紙
誌
に
つ
い
て

も
、
定
期
購
読
者
以
外
の
者
に
対
し
て
は
有
償
頒
布
に
限
る
と
さ
れ
た
が
、

こ
の
有
償
性
条
件
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
れ
を
法
定
し
た
公
職
選
挙
法
一
四

(

お

〉

(

刊

訂

)

八
条
自
体
の
立
法
趣
旨
及
び
合
憲
性
が
確
認
さ
れ
た
後
、
有
償
性
条
件
付
加

の
是
非
に
つ
き
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。

政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
ピ
ラ
公
害
と
い
わ
れ
る
実
態
は
新
聞
本
紙
に
も
該
当

す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
選
挙
の
公
正
確
保
の
目
的
で
そ
れ
に
対
処
す
る
た

め
の
必
要
最
小
限
の
規
制
規
準
と
し
て
、
新
聞
と
い
う
も
の
の
本
来
的
性
質

ハ
叩
凋
〉

と
し
て
の
有
償
性
に
着
目
す
べ
き
な
の
で
あ
る
と
論
じ
、
ま
た
、
突
の
と
こ

ろ
、
従
来
か
ら
有
償
性
は
当
然
の
前
提
と
し
て
現
行
(
改
正
前
〉
の
公
職
選

挙
法
一
四
八
条
二
項
に
い
う
「
通
常
の
方
法
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
P
R
紙
と
い
っ
た
例
外
を
足
掛
り
に
な
し
く
ず
し
的

に
拡
大
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
た
め
、
本
来
の
趣
旨
を
明
確
化
す
る
た
め
に

(
ぬ
)

法
文
に
書
き
込
む
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
が
、
野
党
は
納
得
せ

ず
、
様
々
の
理
由
、
ま
た
程
度
に
お
い
て
反
発
し
た
。
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ま
ず
、
共
産
、
公
明
両
党
は
、
い
か
な
る
新
聞
紙
規
制
強
化
に
も
反
対
す

(
品
別
)

る
と
い
う
立
場
か
ら
反
論
し
た
が
、
特
に
、
共
産
党
が
、
最
高
裁
判
例
(
一
一
一



手ヰ

(
H
U
)
 

井
美
唄
事
件
〉
を
援
用
し
つ
つ
労
働
組
合
の
発
行
す
る
新
聞
に
対
し
有
償
条

(
H
M
〉

件
と
い
う
制
約
を
付
す
る
こ
と
は
団
結
権
の
侵
害
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、

資

ま
た
、
あ
る
自
民
党
委
員
か
ら
も
、

一
四
八
条
の
立
法
目
的
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
規
制
範
囲
は
過
度
に
広
汎
で
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
の
疑
問
が
塁
せ
ら

(
紛
)

れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

更
に
、
労
働
組
合
紙
に
関
し
て
は
、

一
般
に
、
通
常
か
ら
有
償
で
頒
布
す

る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
有
償
の
解
釈
が
問
題
と
な
り
、

一
般
組
合
費
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
新
聞
を
組
合
員
に
配
布
す
る
こ
と
は
有
償

性
の
条
件
を
満
た
す
か
、
友
誼
組
合
へ
の
配
布
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
第
一
、
第

二
組
合
聞
の
配
布
、
即
ち
、
相
異
な
る
組
合
閉
ま
た
は
組
合
員
へ
の
事
実
上

無
償
の
相
互
配
布
は
ど
う
か
、
と
い
う
点
が
論
議
の
対
象
と
さ
れ
た
。
前
者

に
つ
い
て
は
、
有
償
条
件
と
い
っ
て
も
新
聞
を
受
け
取
る
都
度
代
金
を
支
払

う
必
要
は
な
く
、
自
分
の
払
っ
た
組
合
費
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
新
聞
を
受
領

〈

H
H
〉

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
条
件
は
満
た
さ
れ
る
と
さ
れ
た
が
、
後
者
に
つ

(

必

)

(

必

)

い
て
は
、
既
得
権
侵
害
を
危
倶
す
る
、
社
会
党
ゃ
、
特
に
共
産
党
の
追
及
に

よ
り
議
論
が
紛
糾
し
、
政
府
は
、
有
償
の
原
則
は
崩
せ
な
い
が
、
実
際
問
題

と
し
て
非
常
な
不
便
が
起
こ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
関
係
の
あ
る
組

合
の
機
関
紙
も
帥
購
入
す
る
と
い
う
こ
と
を
組
合
の
規
約
か
そ
の
会
計
の
名
目

の
う
ち
に
加
え
て
購
入
の
意
思
を
客
観
的
に
明
確
に
し
て
お
け
ば
、
事
実
上

無
償
で
あ
っ
て
も
、
有
償
配
布
で
あ
る
と
み
な
し
得
る
等
、
一
見
違
法
の
行

為
か
あ
っ
て
も
法
適
用
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
弾
力
的
運
用
の
可
能
性
が
あ
る
こ

(
灯
)

と
を
示
唆
し
た
。
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(
引
品
)
新
聞
紙
、
雑
誌
の
頒
布
規
制
の
態
様
は
発
行
主
体
に
よ
り
変
わ
る

が
、
大
き
く
言
え
ば
、
確
認
団
体
の
発
行
す
る
機
関
紙
誌
(
二

O
一
条

の
一
四
の
適
用
が
あ
る
〉
と
そ
れ
以
外
の
新
聞
紙
誌
〈
い
わ
ゆ
る
一
般

紙
誌
|
|
一
四
八
条
の
適
用
が
あ
る
〉
に
分
か
れ
る
。
確
認
団
体
と
は

政
党
ま
た
は
政
治
団
体
で
、
当
該
選
挙
に
関
し
自
治
大
臣
か
ら
確
認
蓄

の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
(
二

O
一
条
の
五
等
参
照
)
。
な

お
、
政
党
、
政
治
団
体
の
意
義
は
政
治
資
金
規
正
法
三
条
で
定
め
る
と

こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
〔
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
一

二
頁
〕
。
従
っ
て
、
「
労
働
組
合
、
婦
人
団
体
、
業
者
団
体
、
国
際
平
和

友
好
団
体
、
青
年
団
体
」
な
ど
の
機
関
紙
の
よ
う
な
も
の
は
一
般
紙
誌

に
含
ま
れ
る
〔
土
屋
、
選
挙
部
長
、
六
月
二
五
日
参
委
録
七
号
一
八
頁
〕
。

ま
た
、
「
新
聞
」
の
範
囲
に
関
す
る
自
治
省
の
見
解
は
、
福
岡
高
判
昭

和
二
六
年
六
月
一
九
日
高
裁
刑
事
判
決
特
報
一
九
号
二
ニ
頁
等
と
同
じ

で
あ
る
と
さ
れ
る
〔
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
口
万
四

頁〕。

(
お
〉
本
法
案
に
い
う
「
定
期
購
読
者
」
と
は
今
回
新
し
く
出
て
き
た
概
念

で
、
「
契
約
に
基
づ
き
一
定
の
期
限
を
定
め
て
、
新
聞
紙
又
は
雑
誌
を

買
っ
て
読
む
者
を
指
し
、
一
回
ご
と
に
随
時
又
は
臨
時
に
買
っ
て
読
む
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者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
」
と
解
さ
れ
る
。
自
治
省
選
挙
部
編
『
改
正
公

職
選
挙
法
解
説
』
(
昭
五

O
)
九
O
頁
参
照
。

(
お
)
一
四
八
条
の
立
法
趣
旨
は
、
社
会
の
公
器
と
し
て
の
新
聞
に
つ
い
て

は
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
の
自
由
を
保
障
す
る
反
面
、
選
挙
の
公
正

確
保
の
見
地
か
ら
選
挙
目
当
て
の
ま
ぎ
ら
わ
し
い
急
造
新
聞
を
排
除
す

る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
〔
土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
七
日
衆
委
録
四
号

四
頁
〕
。
な
お
、
公
職
選
挙
法
体
系
の
中
で
特
異
な
地
位
を
占
め
る
と

さ
れ
る
本
規
定
の
制
定
事
情
等
に
つ
き
、
柚
正
夫
「
公
選
法
と
マ
ス
コ

ミ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
総
合
特
集
『
現
代
の
マ
ス
コ
ミ
』
一
一
四
頁
(
昭
五

一
〉
参
照
。

(
m
u
u

土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
B参
委
録
六
号
四
頁
。

〈
回
初
)
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
四
頁
。
国
会
答
弁
で
は

「
本
来
新
聞
と
い
う
の
は
有
償
制
が
損
な
わ
れ
る
ほ
ど
無
差
別
に
無
償

で
出
す
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
判
例
で

も
明
ら
か
」
等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
留
ま
る
が
、
実
質
的
理
由
と
し

て
、
一
四
八
条
が
保
障
し
て
い
る
の
は
「
公
平
な
報
道
評
論
」
の
み
で

あ
る
と
こ
ろ
、
広
告
収
入
や
特
定
の
者
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
経
営
す

る
新
聞
の
場
合
に
は
広
告
主
や
援
助
者
の
希
望
を
満
た
す
た
め
の
主
観

的
報
道
評
論
を
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

公
平
な
報
道
評
論
を
担
保
す
る
条
件
と
し
て
購
読
料
収
入
に
よ
る
経
営

の
確
立
、
即
ち
有
償
制
が
必
要
な
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
。

岩
橋
修
「
公
職
選
挙
法
第
一
四
八
条
の
『
新
聞
紙
』
及
び
『
選
挙
に
関

す
る
報
道
・
評
論
』
の
意
義
」
警
察
研
究
四
七
巻
一
号
六
五
頁
(
昭
五

一
〉
。
な
お
、
無
償
で
頒
布
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
新
聞

紙
誌
性
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
、
福
岡
高
判
昭
和
二
六
年
一

O
月一

九
日
高
刑
集
四
巻
二
一
号
一
六
一
四
頁
が
あ
る
が
、
東
京
高
判
昭
和
三

四
年
二
月
二
八
日
高
刑
集
一
二
巻
三
号
二
三
六
頁
は
反
対
の
趣
旨
を
示

し
て
い
る
。

(
叩
)
土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
一
一
頁
。
も
ち
ろ
ん
効

果
上
差
異
が
な
い
の
で
は
な
い
。
前
掲
注
(
ロ
)
参
照
。
ま
た
、
自
治

省
選
挙
部
、
前
掲
注
(
お
〉
八
九
頁
。

(
ぬ
〉
総
説
該
当
部
分
参
照
。

(
付
制
)
最
判
昭
和
四
三
年
二
一
月
四
日
刑
集
二
二
巻
一
一
一
一
号
一
四
二
五
頁
。

(
必
)
「
現
実
の
政
治
、
経
済
、
社
会
機
構
の
も
と
に
お
い
て
は
、
労
働
者

が
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
出
早
に
対
使
用
者
と
の

交
渉
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を
求
め
て
も
十
分
に
目
的
を
達
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
労
働
者
が
そ
の
目
的
を
よ
り
十
分
に
達
す
る
た
め
の
手
段
と

し
て
、
そ
の
目
的
達
成
に
必
要
な
政
治
活
動
や
社
会
活
動
を
行
う
こ
と

を
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
労
働
組
合
の
団
結
と
い
う
の
は
、
経

済
的
地
位
の
向
上
に
必
要
な
範
囲
で
政
治
活
動
、
社
会
活
動
を
や
れ
る

と
い
う
の
が
最
高
裁
判
所
の
四
三
年
の
判
決
な
ん
で
す
よ
ね
。
:
:
:
本

来
そ
こ
ま
で
で
き
る
。
そ
こ
ま
で
で
き
る
の
を
選
挙
中
だ
け
制
限
(
組

合
紙
の
有
償
頒
布
を
指
す

l
l筆
者
〉
を
す
る
。
私
は
こ
れ
は
ど
う
見

て
も
:
:
:
団
結
権
の
侵
害
だ
と
思
う
ん
で
す
」
〔
内
藤
委
員
、
六
月
二

五
日
参
委
録
七
号
二

O
頁〕

(
同
日
)
具
体
的
に
は
三
項
各
号
の
適
格
紙
、
即
も
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
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料

を
す
る
自
由
が
保
障
さ
れ
る
新
聞
紙
た
る
条
件
規
定
を
指
す
。
石
井
委

員
、
五
月
七
日
衆
委
録
四
号
五
頁
。
な
お
、
本
項
に
つ
い
て
は
、
最

近
、
最
高
裁
は
限
定
解
釈
し
た
上
で
合
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
。
最
判

昭
和
五
四
年
一
二
月
一

O
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四

O
六
号
九
五
頁
。

(
U
H
U

土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
一
五
頁
。
な
お
、
自
組

合
員
へ
の
配
布
は
有
償
頒
布
に
含
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
「
従
来
(
一

四
八
条
の
)
適
格
紙
の
要
件
に
つ
き
と
ら
れ
て
き
た
解
釈
と
同
様
で
あ

る
」
自
治
省
選
挙
部
、
前
掲
注
(
回
)
八
九
頁
。

(
必
)
「
適
格
紙
に
属
す
る
労
働
組
合
の
新
聞
の
頒
布
に
つ
い
て
で
す
が
、

通
常
交
換
さ
れ
て
い
る
友
誼
組
合
な
ど
へ
の
頒
布
は
当
然
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
ま
す
」
〔
片
山
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
四
頁
〕

(
日
明
)
「
ず
ば
り
と
開
い
て
み
た
い
と
息
う
ん
で
す
が
ね
、
あ
る
一
つ
の
工

場
が
あ
る
。
同
じ
工
場
で
あ
る
。
・
:
:
・
そ
の
工
場
の
中
に
労
働
組
合
が

二
つ
あ
る
、
第
一
組
合
と
第
二
組
合
が
。
そ
れ
か
ら
労
働
組
合
ど
こ
に

も
入
っ
て
い
な
い
労
働
者
も
い
る
、
と
い
う
場
合
に
、
門
は
一
つ
で
す

ね
、
一
緒
に
労
働
者
が
入
っ
て
く
る
。
門
の
前
で
第
一
組
合
の
組
合
員

が
選
挙
中
に
機
関
紙
を
無
料
で
ま
く
、
そ
の
機
関
紙
に
は
選
挙
の
こ
と

が
書
い
て
あ
る
、
そ
う
い
う
場
合
で
す
ね
。
い
ま
ま
で
は
み
ん
な
無
料

で
ま
い
て
い
た
。
選
挙
の
前
ま
で
無
料
で
ま
い
て
い
た
。
選
挙
の
と
き

に
な
る
と
今
度
は
、
同
じ
職
場
の
中
の
人
で
も
代
金
を
取
ら
な
く
ち
ゃ

い
け
な
く
な
る
ん
で
す
か
」
〔
内
藤
委
員
、
六
月
二
五
日
参
委
録
七
号

一
八
頁
〕

(
何
む
「
自
分
ら
が
直
接
関
係
の
あ
る
、
あ
る
い
は
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
思
う

資

よ
う
な
と
こ
ろ
の
機
関
紙
を
買
う
意
思
を
:
:
:
明
記
し
て
お
く
よ
う
に

し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
は
悪
意
の
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
た
と

え
そ
れ
は
金
を
払
わ
な
く
て
も
法
を
適
用
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
:
:
:
こ
れ
か
ら
の
問
題
と
し
て
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
や
は
り
一
つ

の
何
と
い
い
ま
す
か
、
け
じ
め
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
・
:
・
じ

て
そ
れ
は
ど
う
し
て
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
法

律
が
通
っ
た
暁
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
組
合
に
よ
く
通
達
を
す
る
と

い
う
か
、
知
ら
せ
る
よ
う
に
選
挙
管
理
委
員
会
等
々
を
通
じ
、
あ
る
い

は
ま
た
自
治
省
の

P
R
等
を
通
じ
て
、
よ
く
皆
に
わ
か
ら
せ
る
よ
う
に

い
た
し
ま
し
ょ
う
、
こ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」
〔
福
田
自
治
大

臣
、
六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
三

O
l三
一
頁
〕
な
お
、
結
局
、
施

行
通
達
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
有
償
頒
布
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
具
体
的
事
例
に
即
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え

ば
労
働
組
合
の
機
関
紙
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
組
合
員
に
対
し
て
無

償
で
頒
布
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
発
行
に
要
す
る
経
費
が
組
合
員
か
ら

徴
収
す
る
組
合
費
、
会
費
等
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
有
償
頒
布
す
る
も
の
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
組
合
相
互
間
で
組
合
機
関
紙
を
配
布
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

組
合
は
、
例
え
ば
他
の
組
合
の
機
関
紙
を
購
入
し
、
そ
れ
を
組
合
員
に

配
布
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
を
講
じ
な
い
限
り
有
償
頒
布
と
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
周
知
を
図
ら
れ
た
い

こ
と
」
〔
昭
和
五

O
年
九
月
二
七
日
自
治
選
第
一
一
六
号
、
基
本
行
政
通

達
第
二
巻
三
三
七
九
頁
〕
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(3) 

「
選
挙
に
関
す
る
報
道
・
評
論
」
の
意
義

今
次
改
正
に
よ
り
頒
布
の
規
制
を
う
け
る
新
関
紙
誌
は
、
確
認
団
体
の
発

行
す
る
機
関
紙
誌
で
あ
る
か
、
ま
た
本
紙
誌
か
号
外
等
か
、
更
に
確
認
団
体

以
外
の
発
行
に
か
か
る
一
般
紙
誌
で
あ
る
か
に
よ
り
、
う
け
る
制
限
の
態
様

が
変
わ
る
が
、
し
か
し
、

一
つ
共
通
し
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
「
選
挙
に
関

す
る
報
道
・
評
論
」
を
掲
載
し
た
も
の
の
み
が
規
制
の
対
象
と
な
る
と
い
う

(
必
)

点
で
あ
る
。

従
っ
て
、
国
会
審
議
に
お
い
て
も
そ
の
意
義
に
つ
き
激
し
い
議
論
が
交
わ

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
政
府
は
当
初
、
大
ま
か
に
機
関
紙
等
の
号
外
そ
の
も

の
の
頒
布
を
禁
止
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
政
党
の
政
策
自
体
を
掲
載
す
る

(

川

明

)

号
外
は
規
制
さ
れ
な
い
と
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
審
議
に
お
け
る
答

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

弁
の
「
食
い
違
い
」
を
指
摘
さ
れ
る
に
及
び
、
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い

て
次
の
よ
う
な
政
府
統
一
見
解
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

『
「
選
挙
に
関
す
る
報
道
、
評
論
」
の
意
義
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

従
来
か
ら
公
職
選
挙
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
用
語
で
あ
り
ま
し
て
、

は道
、 し一

塁と
正は
関
?選
'-;挙

政島

空宇
高言
自車
角 Z2
候の
報
補血
者三
そ、
あの
他民
の

者評
曹ノ ミム

政巴

実と

意
見
、
主
張
、
選
挙
運
動
そ
の
他
選
挙
に
関
す
る
言
動
を
対
象
と
し
て
論

議
、
批
判
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
政

党
、
政
治
及
び
経
済
等
に
関
す
る
団
体
、
労
働
組
合
、
選
挙
候
補
者
、
同

運
動
者
そ
の
他
の
者
が
、
選
挙
に
関
し
、
い
か
な
る
政
策
を
発
表
し
た

か
、
い
か
な
る
意
見
、
主
張
を
述
べ
た
か
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
候
補

者
が
立
候
補
し
た
か
、
あ
る
候
補
者
を
だ
れ
が
支
持
し
、
推
薦
し
、
だ
れ

が
反
対
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
事
実
を
報
告
と
し
て
掲
載
す
る
の
が
い
わ

ゆ
る
「
報
道
」
で
あ
り
、
た
だ
い
ま
述
べ
た
諸
国
体
ま
た
は
候
補
者
等
の

政
策
そ
の
他
の
意
見
、
主
張
ゃ
、
選
挙
運
動
そ
の
他
選
挙
に
関
す
る
言
動

を
論
議
し
、
批
判
し
、
賛
否
の
意
見
を
述
べ
た
り
、
あ
る
い
は
批
判
の
対

象
と
し
た
特
定
の
政
党
、
政
治
団
体
又
は
特
定
の
候
補
者
を
支
持
、
推

薦
、
も
し
く
は
反
対
す
る
等
の
意
見
、
主
張
の
記
事
は
「
評
論
」
に
該
当

す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
判
例
が
こ
れ
を
示
し
て
お
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
に
関
す
る
報
道
、
評
論
を
掲
載

し
た
機
関
紙
号
外
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
頒
布
で
き
る
か
ど
う
か
が

報

判
定
さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
判
定
は
、
具
体
的
な
事
例
の
内
容
に
照
ら
し

ハ
印
)

て
客
観
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
』

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
具
体
的
適
用
を
巡
っ
て
再
び
議
論
が
展
開
さ
れ
、

政
府
は
更
に
、
例
示
を
含
め
つ
つ
、
こ
の
統
一
見
解
を
次
の
よ
う
に
敷
街
し

(

日

)
た。

(a) 

「
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
」
と
は
、
要
す
る
に
そ
の
記
事
の
内
容
、
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料

形
式
及
び
文
意
自
体
か
ら
公
正
、
客
観
的
に
判
断
し
て
選
挙
に
関
連
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
報
道
評
論
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
当
た
る
も

資

の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
①
「

O
O選
挙
に
お
け
る

O
O党
の
十
大
政

策
」
と
か
「

O
O党
候
補
者
は
次
の
よ
う
な
政
策
を
掲
げ
て
奮
闘
し
て
い

ま
す
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
選
挙
や
候
補
者
の
公
約
、
政
見
で
あ

る
こ
と
が
形
式
的
に
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
②
「
今
度
こ
そ
革
新
県
政
を

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
」
と
か
「
ど
の
政
党
を
選
ぶ
か
、
政
策
を
見
き
わ
め

る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
記
事
の
内
容
自
体
か
ら
特
定

の
選
挙
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ

る
(め

「
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
」
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
し
て
は
、
た
と

[
i
え
ば
、
①
地
方
の
選
挙
に
お
い
て
防
衛
、
外
交
等
、
国
政
レ
ベ
ル
の
問
題

を
「

O
O党
の
政
策
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
場
合
、
②
自
由
主
義
、
民

主
主
義
と
い
う
思
想
上
の
論
争
ゃ
、
経
済
、
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
の
従
来

か
ら
の
政
策
を
掲
載
し
て
い
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
反
対
党
は
納
得
せ
ず
、
公
明
党
が
特
に
「
選
挙
に
関
す
る
」
の
定

(

臼

)

義
を
求
め
、
ま
た
、
共
産
党
が
様
々
な
設
例
を
挙
げ
て
「
選
挙
に
関
す
る
報

(
m
M〉

道
評
論
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
き
質
疑
を
行
な
っ
た
の
に
対
し
、
自
治

省
選
挙
部
長
は
、
「
選
挙
に
関
し
」
と
い
う
の
は
従
来
か
ら
あ
る
用
語
で
あ
り
、

選
挙
に
際
し
て
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
を
動
機
と
し
て
、
と
い
う
意
味
で
統

〈
弘
)

一
的
に
解
釈
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
で
大
き
な
問
題
は
お
き
て
き
て
い
な

(
部
)
い
と
答
弁
し
た
が
、
自
治
大
臣
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
選
挙
期
間
以
前
に
政

策
を
決
め
て
公
表
し
て
お
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
政
策
を
期
間
中
に
号
外

に
掲
載
し
て
も
違
法
と
は
考
え
な
い
が
、
選
挙
期
間
に
入
っ
て
か
ら
急
に
候

補
者
や
政
党
が
新
し
い
政
策
を
発
表
す
る
と
、
そ
れ
は
選
挙
に
関
す
る
も
の

〔弱〉

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
判
断
を
示
し
た
。

な
お
、
こ
の
間
に
、
自
治
省
が
先
の
統
一
見
解
の
解
釈
と
し
て
、
選
挙
公

約
と
同
様
の
内
容
を
掲
載
し
た
号
外
で
も
、
選
挙
用
の
明
示
が
な
け
れ
ば
規

(
貯
〉

制
さ
れ
な
い
と
い
う
判
断
を
決
定
し
た
旨
の
新
聞
報
道
が
あ
り
、
こ
れ
を
引

円
四
回
)

用
し
た
公
明
党
委
員
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
、
例
え
ば
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
誘

致
の
よ
う
に
、
あ
る
地
方
の
選
挙
等
で
そ
れ
だ
け
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
よ

う
な
と
き
に
、
そ
れ
に
関
す
る
意
見
を
出
す
の
で
あ
れ
ば
問
題
が
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
当
該
報
道
の
と
お
り
の
考
え
方
が
と
れ
る
と
の
答
弁
を
行
な
っ

ハ
関
)

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
意
義
の
不
明
確
さ
の
放
に
不
当
な
訴
追
を
許
す
お
そ
れ
が
あ

(

ω

)

 

る
の
で
定
義
規
定
を
設
け
る
べ
き
だ
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、
国
会
に
お
け

る
審
議
を
通
し
て
そ
の
意
味
内
容
は
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で

の
自
治
大
臣
の
答
弁
等
が
立
法
者
意
思
と
し
て
解
釈
を
拘
束
す
る
か
ら
心
配

北法32(2・180)524



は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
鵠

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

〈
必
)
但
し
、
確
認
団
体
の
機
関
紙
誌
の
号
外
等
に
つ
い
て
は
例
外
が
あ
る

〔二

O
一
条
の
一
四
第
三
項
〕
。

(
同
四
)
例
え
ば
、
三
木
総
理
大
臣
、
五
月
三

O
日
衆
委
録
七
号
一
七
頁
。

(
印
〉
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
一
一
一
日
参
予
算
録
二
三
号
三
六
|
三
七
頁
。

な
お
、
こ
の
統
一
見
解
は
、
東
京
高
判
昭
和
三
五
年
七
月
一
四
日
高
刑

集
二
二
巻
六
号
四
六
五
頁
と
同
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
〔
土
屋
選
挙
部

長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
四
頁
〕
。
「
報
道
評
論
」
の
範
囲
に
論
及

し
て
い
る
主
要
な
判
例
と
し
て
、
他
に
、
東
京
高
判
昭
和
三
五
年
一

O

月
一
二
一
日
高
刑
集
一
一
一
一
巻
追
録
一
頁
、
最
決
昭
和
四
四
年
六
月
二
六
日

刑
集
二
三
巻
七
号
一

O
O
一
一
久
等
が
あ
る
。

(
日
)
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
一
八
日
参
委
録
五
号
一
一
頁
。

(
臼
)
多
国
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
一
五
頁
。

(
臼
)
先
に
自
治
大
臣
が
「
選
挙
に
関
す
る
報
道
評
論
」
で
な
い
も
の
と
し

て
挙
げ
た
例
は
列
挙
か
例
一
示
か
、
地
方
交
付
税
の
交
付
率
増
加
や
地
方

公
共
団
体
の
超
過
負
担
の
解
消
に
つ
き
地
方
選
挙
で
掲
載
す
る
の
は
ど

う
か
、
「
自
由
を
破
壊
す
る
の
は

O
O党
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
よ
い

か
、
電
力
料
金
の
値
上
を
抑
え
る
緊
急
政
策
と
い
う
の
は
該
当
す
る

か
、
中
小
企
業
の
危
機
打
開
の
た
め
の
緊
急
政
策
な
ら
ど
う
か
等
々
の

事
例
に
つ
き
質
疑
が
行
な
わ
れ
た
〔
内
藤
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録

六
号
一
九
l
一
二
頁
〕
。

(
民
)
土
屋
、
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
二
ハ
頁
。

(日
U

土
屋
、
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
二
二
頁
。

(
切
U

福
田
自
治
大
臣
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
二
一
一
良
。

(
m
u

朝
日
新
聞
五

O
年
六
月
一
五
日
朝
刊
。

〈
叩
叫
)
多
回
委
員
、
六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
二
三
|
二
四
頁
。

(
臼
)
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
二
四
頁
。

(
印
)
内
藤
ハ
共
〉
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
二
二
頁
。

(
日
)
「
い
ま
大
臣
の
お
答
え
は
、
裁
判
所
な
り
警
察
を
拘
束
す
る
性
質
の

も
の
で
す
か
」
〔
内
藤
ハ
共
)
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
二

O

頁〕
「
法
律
を
つ
く
り
ま
す
と
き
に
は
、
そ
の
聞
に
お
け
る
質
疑
応
答
と

い
う
も
の
が
あ
る
程
度
法
適
用
の
場
合
に
は
当
然
参
考
に
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
〔
福
岡
自
治
大
臣
、
六
月
二

O
日
参
委

録
六
号
二

O
頁
〕
「
法
適
用
の
場
合
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
弁
護
士
か
ら
言

え
ば
、
あ
の
法
律
を
つ
く
る
と
き
に
自
治
大
臣
は
こ
う
言
っ
て
お
る
じ

ゃ
な
い
か
、
な
ぜ
そ
う
い
う
処
罰
を
す
る
か
と
言
っ
て
弁
護
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
お
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
法
治
国
の
姿
で
ご
ざ
い

〔
問
、
二
四
頁
〕

ま
す
」

(4) 
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選
挙
運
動
用
(
個
人
)
ピ
ラ
の
新
設

い
わ
ゆ
る
個
人
ビ
ラ
の
新
設
は
、
衆
議
院
に
お
け
る
社
会
、
民
社
両
党
の

修
正
提
案
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
、
金
の
か
か



ギ}

(
師
同

υ

ら
な
い
選
挙
実
現
の
た
め
の
公
営
拡
大
と
い
う
大
筋
の
中
で
、
一
言
論
、
政
治

活
動
の
自
由
及
び
有
権
者
の
知
る
機
会
の
拡
充
と
選
挙
の
公
正
と
い
う
要
請

資

と
の
調
和
を
、
各
候
補
者
に
平
等
な
条
件
で
言
論
に
よ
る
選
挙
運
動
の
手
段

ハm
m
)

を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
図
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
も
う
一
つ
の
実

質
的
理
由
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
政
策
ピ
ラ
な
ど
に
よ
る
政
党
と
し
て
の
政
策

の
宣
伝
が
、
た
だ
ち
に
候
補
者
個
人
の
宣
伝
と
は
な
り
難
い
と
い
う
大
政
党

の
不
利
を
補
正
す
る
た
め
に
、
候
補
者
個
人
と
し
て
用
い
う
る
選
挙
運
動
用

文
書
の
拡
大
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
挙
げ
ら
札
一
倍

」
の
提
案
に
対
し
、
政
府
は
、
衆
議
院
公
職
選
挙
法
調
査
特
別
委
員
会
で

の
審
議
に
お
い
て
、
当
初
は
現
行
(
改
正
前
〉
の
選
挙
運
動
体
系
に
変
革
を

(
侃
〉

き
た
す
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
難
色
を
示
し
て
い
た
が
、
後
に
は
「
非
常
に

(“) 

意
味
の
あ
る
」
も
の
と
し
て
修
正
を
う
け
い
れ
た
。
た
だ
、
自
民
党
委
員
の

中
に
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
で
疑
問
を
呈
す
る
も
の
も
見
ら
れ
た
。

他
方
、
共
産
、
公
明
両
党
は
、
公
営
の
放
の
枚
数
制
限
の
た
め
有
権
者
の

九
割
以
上
が
は
じ
め
か
ら
頒
布
対
象
外
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
知
る
権
利

ハ
W
V

の
実
質
的
保
障
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
頒
布
方
法
は
新
聞
折
り
込
み
の
他
政

令
で
定
め
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
質
的
に
言
論
の
自

由
を
構
成
す
る
頒
布
方
法
と
い
う
重
要
な
部
分
に
関
す
る
制
限
を
容
認
す
る

ハ

ωv

お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
頒
布
方
法
違
反
に
つ
い
て
の
罰
則
の
み
を
法
定

し
、
頒
布
方
法
自
体
に
つ
い
て
は
政
令
に
委
ね
る
と
い
う
の
は
白
地
刑
法
で

あ
り
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ

d
、

一
枚
一
枚
の
ピ
ラ

に
選
挙
管
理
委
員
会
の
交
付
す
る
証
紙
を
張
る
と
い
う
の
は
非
現
実
的
で
あ

り
、
人
件
費
等
を
考
え
る
と
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
と
い
う
理
念
に
逆
行
す

(
初
)

る
も
の
と
な
る
こ
と
等
を
指
摘
し
て
批
判
し
た
が
、
特
に
最
後
の
点
に
つ
い

(
冗
〉

て
は
、
自
民
党
委
員
か
ら
も
同
旨
の
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。

(
臼
)
選
挙
の
腐
敗
を
防
止
し
、
そ
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
に
、
金
の
か

か
ら
な
い
選
挙
を
実
現
す
ベ
く
選
挙
公
営
の
拡
大
を
図
る
と
い
う
こ
の

発
想
に
対
し
て
は
、
院
外
に
お
い
て
も
様
々
な
角
度
か
ら
の
批
判
が
あ

る
。
例
え
ば
、
「
真
に
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
を
実
現
す
る
た
め
に
は

政
治
資
金
の
規
正
強
化
と
法
定
費
用
の
厳
守
が
先
決
で
あ
り
、
単
な
る

公
営
拡
大
は
却
っ
て
そ
の
反
面
に
あ
る
選
挙
運
動
規
制
の
強
化
を
招
く

だ
け
」
と
い
う
、
院
内
で
の
批
判
と
ほ
ぼ
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
奥

平
康
弘
他
「
公
職
選
挙
法
改
正
批
判
」
法
律
時
報
四
七
巻
八
号
八
一
一
良

(
昭
五

O
H
鷲
野
、
前
掲
注
(
6
〉
五
六
頁
等
が
あ
る
一
方
、
古
田
佑

紀
「
最
近
に
お
け
る
選
挙
違
反
の
実
態
と
選
挙
運
動
の
規
制
に
関
す
る

公
職
選
挙
法
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
四

O
号
四
三
頁
(
昭
五
二
〉

は
、
多
額
の
費
用
が
か
か
る
根
本
的
原
因
は
事
前
運
動
に
あ
る
の
だ
か

ら
、
選
挙
期
間
内
の
選
挙
運
動
を
あ
る
程
度
公
営
化
し
て
も
実
効
性
は

北法32(2・182)526
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疑
わ
し
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
選
挙
公
営
制
度
は
、
確
認

団
体
制
度
と
の
関
連
で
小
政
治
勢
力
に
不
利
に
働
く
と
い
う
問
題
も
は

ら
ん
で
い
る
。
江
橋
崇
「
選
挙
運
動
の
自
由
」
公
法
研
究
四
二
号
一

O

五
頁
(
昭
五
五
)
参
照
。

(
臼
)
佐
藤
(
社
)
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
三
五
三
六
頁
。

(
制
)
「
特
に
自
民
党
や
私
た
ち
社
会
党
の
場
合
に
な
り
ま
す
と
、
一
つ
の

選
挙
区
に
単
数
の
候
補
者
で
な
い
立
候
補
者
を
出
す
、
そ
う
い
た
し
ま

す
と
、
政
党
の
政
策
宣
伝
と
い
い
ま
し
で
も
:
:
:
候
補
者
個
人
の
名
前

を
出
す
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
ど
も
は
認
識
を
し
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
候
補
者
個
人
と
有
権
者
と
の
媒
体
に

な
ら
ぬ
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
単
数
し
か
立
候
補
さ
し
て
お
ら
な
い

党
の
場
合
に
な
り
ま
す
と
、
党
の
宣
伝
が
そ
の
ま
ま
そ
の
党
の
候
補
者

全
部
、
ピ
ラ
や
そ
の
他
が
媒
体
に
な
る
と
い
う
関
係
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
候
補
者
個
人
の
選
挙
文
書
と
い
う
も
の
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
」

〔
阿
部
委
員
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
コ
一
七
頁
〕

(
回
)
土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
一
一
一
一
一
日
衆
委
録
五
号
一
八
頁
。

(
印
)
福
田
自
治
大
臣
、
七
月
四
日
参
本
録
二
二
号
八
六
三
頁
。

(
訂
〉
津
金
(
共
)
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
二
三
頁
。
こ
れ
に
対
し

提
案
者
は
、
提
案
者
自
身
こ
の
枚
数
を
絶
対
の
も
の
と
考
え
て
い
る
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
が
、
国
庫
負
担
と
す
る
以
上
一
定
の
制
約
は
や
む

を
得
な
い
し
、
世
帯
毎
に
配
布
す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
一
世
帯

あ
た
り
二
・
四
人
の
有
権
者
が
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
当
選
を
可

能
に
す
る
の
に
十
分
な
だ
け
の
有
権
者
に
は
見
て
も
ら
え
る
も
の
と
し

て
こ
の
枚
数
を
算
定
し
た
、
と
答
え
て
い
る
〔
山
田
(
社
)
委
員
、
六

月
四
日
衆
委
録
九
号
二
三
頁
〕
。
な
お
、
提
案
者
も
当
初
は
枚
数
で
は

な
く
、
法
定
政
策
ピ
ラ
の
よ
う
に
種
類
で
限
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
〔
佐
藤
(
社
)
委
員
、
五
月
二
三
日
衆
委
録
五
号
一
七

l
一

八
頁
〕
。

(
回
)
津
金
(
共
〉
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
二
五
頁
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
提
案
者
は
、
政
府
に
も
憲
法
・
法
令
遵
守
義
務
は
あ
る
の
だ
か

ら
政
令
は
そ
の
範
囲
内
で
定
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
し
、
社
会
党
も
こ

れ
に
つ
い
て
は
一
定
の
要
求
を
し
て
い
く
、
と
応
じ
た
〔
山
田
委
員
、

六
月
四
日
衆
委
録
九
号
二
五
頁
〕
。
こ
の
頒
布
方
法
に
つ
い
て
は
、
特

に
公
明
党
か
ら
政
令
案
の
提
出
の
要
求
が
な
さ
れ
〔
多
国
委
員
、
六
月

二
O
日
参
委
録
六
号
一
八
頁
。
実
現
は
し
て
い
な
い
〕
、
ま
た
自
民
党

委
員
か
ら
も
、
具
体
的
に
演
説
会
場
や
各
種
会
合
で
の
配
布
や
郵
送
、

宅
配
、
街
頭
配
布
等
は
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た

〔
戸
塚
委
員
、
六
月
一
八
日
参
委
録
五
号
二
一
頁
〕
他
、
社
会
党
自
身

も
「
各
戸
配
布
が
で
き
る
よ
う
政
令
の
な
か
で
明
確
に
す
る
よ
う
努
力

す
る
こ
と
と
す
る
」
〔
社
会
新
報
五

O
年
六
月
二
九
日
〕
と
し
て
い
た

(
前
掲
注
〈
町
)
引
用
の
山
田
委
員
の
発
言
も
そ
れ
を
前
提
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
が
、
結
局
、
施
行
令
〔
一

O
九
条
の
六
〕
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
選
挙
事
務
所
内
に
お
け
る
頒
布
、
立
会
演
説

会
の
会
場
の
入
口
に
お
け
る
頒
布
(
当
該
会
場
内
に
お
い
て
行
う
も
の

を
除
く
)
、
個
人
演
説
会
の
会
場
内
に
お
け
る
頒
布
又
は
街
頭
演
説
の

場
所
に
お
け
る
頒
布
に
よ
る
方
法
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
は
次
の

北法32(2・183)527



挙}

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
他
の
方
法
と
し
て
は
、
た
と
え

ば
、
郵
便
に
よ
る
頒
布
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
金
が
か
か
り
す
ぎ
る
他

に
、
大
量
の
ピ
ラ
の
頒
布
は
郵
送
業
務
上
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
無
差
別
の
街
頭
頒
布
は
、
公
費
負
担
に
よ
る
ピ
ラ
の
頒
布
方

法
と
し
て
は
適
当
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
各
戸
配
布
は
、
現
に
戸
別
訪

問
の
禁
止
規
定
が
あ
る
以
上
、
戸
別
訪
問
防
止
の
た
め
の
有
効
な
手
段

で
担
保
さ
れ
る
見
込
が
な
け
れ
ば
容
認
で
き
な
い
こ
と
等
い
ろ
い
ろ
な

問
題
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
採
用
に
ふ
み
き
る
こ
と
は
難
点
が
あ
り
:
・

・
:
」
自
治
省
選
挙
部
、
前
掲
注
(
お
)
六

O
真。

〈
印
)
津
金
(
共
〉
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
二
四
頁
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
修
正
案
起
草
に
関
与
し
た
川
口
J

衆
議
院
法
制
局
長
が
答
弁
に
立

ち
、
自
然
犯
の
よ
う
な
も
の
は
と
も
か
く
、
行
政
法
規
に
つ
い
て
は
委

任
立
法
は
一
般
に
許
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
七
三
条
六
号
の
精
神
に
照
ら

せ
ば
、
事
柄
を
限
定
し
て
法
律
で
委
任
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
な
お
、
最
判
昭
和
二
五
年
二
月
一
日
刑
集
四
巻
二
号
七
三
頁
、

最
判
昭
和
四
九
年
一
一
一
月
二

O
日
判
例
時
報
七
六
七
号
一

O
七
頁
等
参

照。

(
叩
)
田
代
〈
公
)
議
員
、
七
月
三
日
参
本
録
二
一
号
八
二
一
頁
。
ち
な
み

に
、
最
高
限
全
国
区
で
は
三
五
万
枚
作
成
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
枚
数
制
限
の
公
正
を
期
す
る
た
め
の
証
紙
方
式
は
既
に
ポ
ス
タ
ー

に
つ
き
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
験
か
ら
み
て
自
治
省
は
実
行
可
能

と
判
断
し
て
い
る
〔
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
二
六

頁〕。

資

(
冗
)
一
戸
塚
委
員
、
六
月
二
七
日
参
委
録
八
号
六
頁
。

北法32(2・184)528
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連

市l

座

(η
〉

連
座
制
の
強
化
は
、
選
挙
浄
化
の
重
要
な
手
段
と
し
て
い
わ
ゆ
る
三
木
試

案
の
中
心
構
想
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
総
括
主
宰

者
等
に
つ
い
て
の
刑
事
裁
判
の
有
罪
確
定
と
と
も
に
関
係
当
選
人
の
当
選
を

(n) 

自
動
的
に
無
効
と
す
る
問
時
失
効
主
義
が
採
ら
れ
て
い
た
が
、
法
務
省
が
、

憲
法
三
二
条
(
裁
判
を
受
け
る
権
利
〉
等
に
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
に
疑
い
を
挿
ん
だ
た
喝
聞
に
立
っ
た
自
民
党
選
挙
調
査
会
が
そ

の
後
折
衷
策
と
し
て
、
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
訴
訟
に
関
係
当
選
人
の
訴
訟

参
加
を
許
し
、
被
告
人
が
総
括
主
宰
者
等
で
あ
る
か
否
か
の
争
点
に
つ
い
て

の
み
の
意
見
陳
述
と
証
拠
調
べ
の
請
求
を
認
め
る
と
い
う
方
途
を
案
出
し

ハ
花
)
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
法
務
省
は
、
被
告
人
の
刑
事
訴
訟
に
木
質

的
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
修
正
は
許
容
で
き
な
い
と
し
て
疑
義
を

(
叩
山
)

提
出
し
、
結
局
、
政
府
提
案
に
あ
る
よ
う
な
制
度
に
落
ち
着
い
た
も
の
で
あ

る
連
座
制
の
問
題
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
正
面
か

ら
憲
法
の
人
権
規
定
を
援
用
し
て
い
た
の
が
、
法
案
作
成
期
、
国
会
審
議
期



を
通
じ
て
法
務
省
や
内
閣
法
制
局
を
中
心
と
し
た
政
府
側
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
国
会
審
議
に
お
い
て
、
公
選
法
改
正
に
全
体
と
し
て
反
対
し
て
い

た
政
党
の
他
に
、
社
会
党
も
こ
の
政
府
案
に
対
し
少
な
か
ら
ず
批
判
的
で
あ

っ
た
こ
と
等
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
会
審
議
に
お
け
る
速
度
制
を
巡
る
個
別
的
論
点
は
、
①
連
座
制
の
趣

旨
、
②
政
府
案
の
有
効
性
、
③
総
括
主
宰
者
等
が
買
収
等
の
罪
を
犯
し
、
刑

に
処
せ
ら
れ
た
と
き
、
当
選
人
が
ま
だ
任
期
中
の
場
合
は
そ
の
当
選
を
当
選

無
効
訴
訟
を
要
せ
ず
し
て
当
然
に
無
効
な
ら
し
め
る
と
い
う
同
時
失
効
の
効

果
、
ま
た
、
そ
の
当
選
に
か
か
る
任
期
を
過
ぎ
て
い
る
場
合
は
当
該
当
選
人

に
対
す
る
公
民
権
停
止
等
の
効
果
を
、
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
判
決
に
も
た

(
門
川
)

せ
る
こ
と
の
是
非
、
④
百
日
裁
判
の
実
現
方
法
等
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の

選挙ニ法昭和50年改正と憲法問題

問
題
も
全
て
、
や
は
り
選
挙
の
公
正
の
た
め
の
連
座
制
の
実
効
化
と
、
当
選

人
自
身
の
参
政
権
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
適
正
手
続
の
保
障
等
と
を
い
か

に
調
整
す
る
か
の
考
慮
に
集
約
さ
れ
る
と
と
に
な
ろ
う
。

第
一
の
連
座
制
の
趣
旨
は
、
当
選
人
に
対
す
る
制
裁
を
目
的
と
す
る
の
で

は
な
く
、

「
出
納
責
任
者
と
か
総
括
主
宰
者
等
と
か
、
候
補
者
と
一
体
的
な

関
係
に
あ
る
者
が
買
収
等
の
悪
質
な
選
挙
犯
罪
を
犯
し
た
と
き
に
、
そ
の
当

選
人
の
当
選
に
相
当
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
推
測
さ
れ
る

し
た
が
っ
て
、
そ
の
得
票
は
選
挙
人
の
自
由
に
表
明
さ
れ
た
意
思
に
よ
る
も

の
と
は
言
い
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
と
い
う
意

(
刊
悶
〉

味
で
当
選
を
無
効
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、

(
拘
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
最
高
裁
も
夙
に
合
痔
判
決
を
下
し
て
い
て
、
国
会
審
議
に

お
い
て
も
争
わ
れ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
従
来
検
察
官
が
当
選
無
効
の
訴
え
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
て
い

た
も
の
を
、
逆
に
当
選
人
が
当
選
確
認
の
訴
え
を
起
こ
す
よ
う
に
改
め
る
と

い
う
政
府
案
に
対
し
て
は
、
確
認
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
の
は
当
然
に
予
想
さ

(
仙
凹
〉

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
上
「
ざ
る
法
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
強
い
批
判
が

な
さ
れ
た
が
、
政
府
は
、
道
義
的
問
題
と
憲
法
的
、
法
律
的
問
題
は
別
で
あ

(
剖
〕
り
、
そ
れ
に
、
当
選
人
が
確
認
訴
訟
を
起
こ
す
際
に
争
点
と
で
き
る
の
は
刑

事
裁
判
の
被
告
人
が
真
に
総
括
主
宰
者
等
で
あ
っ
た
か
否
か
の
一
点
だ
け
で

門
的
叫
)

あ
る
か
ら
裁
判
の
迅
速
化
は
期
待
で
き
る
と
応
じ
て
い
る
。

第
三
の
問
題
は
、
前
述
の
経
緯
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
座
制
の
実

効
化
の
た
め
に
か
ね
て
か
ら
懸
案
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
国
会
審
議

に
お
い
て
も
中
心
的
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

(

部

)

(

刷

叫

)

前
者
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
社
会
党
、
公
明
党
等
が
強
く
そ
の
採
用
を
要

求
し
た
が
、
政
府
は
、
や
は
り
、
当
選
人
が
自
ら
裁
判
を
受
け
る
こ
と
な

く
、
あ
る
い
は
当
選
人
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
場
合
に

よ
っ
て
は
当
選
人
の
知
ら
な
い
聞
に
、
他
人
た
る
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
裁
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料

判
が
確
定
し
た
と
い
う
事
実
の
み
に
よ
り
直
ち
に
当
選
が
無
効
と
さ
れ
、
し

か
も
そ
れ
に
対
す
る
救
済
の
余
地
も
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
適
正

資

手
続
の
保
障
及
び
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
た
憲
法
規
定
に
抵
触
す
る
お

ハ目
ω
v

そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
た
。

(
目
別
)

ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
社
会
党
が
そ
の
採
用
の
可
否
を
打
診
し
た
の
に

対
し
、
政
府
は
、
も
し
当
該
当
選
人
が
次
期
の
選
挙
に
公
正
に
当
選
し
た
場

合
に
ま
で
公
民
権
停
止
の
効
果
を
及
ぼ
し
、
そ
の
当
選
を
無
効
に
す
る
と
い

う
の
で
告
の
れ
ば
、
そ
れ
は
現
行
の
連
座
制
の
趣
旨
か
ら
は
説
明
で
き
な
く
な

る
し
、
か
り
に
制
度
の
趣
旨
を
変
え
る
と
し
て
も
、
他
人
た
る
総
括
主
宰
者

等
の
犯
罪
を
理
由
に
当
選
人
の
公
民
権
を
奪
う
の
は
、
他
人
の
行
為
を
理
由

と
し
て
参
政
権
に
重
大
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
更
に

先
の
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
投
票
し
た
選
挙
民
の
意
思
も
無
視
す
る
こ
と
に

な
り
、
個
人
の
尊
厳
(
憲
法
一
一
一
一
条
)
、
公
務
員
選
任
権
(
同
一
五
条
)
の

侵
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
答
弁

L
明

第
四
の
百
日
裁
判
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
そ
の
訓
示
規
定
の
空
文
化
が

(
叫
凹
〉

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
今
次
国
会
に
お
い
て
も
、
総
括
主
宰
者
等
の
刑
事
判
決
に

伴
い
関
係
当
選
人
に
連
座
制
の
規
定
の
適
用
が
あ
っ
た
場
合
、
当
選
に
か
か

る
任
期
を
過
ぎ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
効
果
を
遡
及
さ
せ
て
そ
の
聞
に
得

た
議
員
歳
費
を
返
納
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
間
接
的
に
で
も

(ω) 

裁
判
の
促
進
を
図
れ
な
い
か
と
い
う
提
案
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
、
当
選
無

効
が
確
定
す
る
ま
で
は
当
選
人
は
議
員
活
動
を
通
し
て
人
的
役
務
の
提
供
を

行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
歳
費
を

返
還
さ
せ
る
の
は
一
種
の
経
済
的
制
裁
と
念
る
か
ら
連
座
制
の
趣
旨
に
合
致

せ
ず
、
ま
た
公
平
の
観
念
か
ら
い
っ
て
も
首
肯
し
が
た
い
と
し
て
、
政
府
の

(

卯

)

容
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
他
に
、
百
日
裁
判
を
義
務
化
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
各
党
か
ら
な

(
川
町
〉

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
訴
訟
を
主
宰
す
る
裁
判
所
と
し
て
は
、
事

件
が
複
雑
で
関
係
人
が
多
数
あ
る
場
合
な
ど
、
刑
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に
照
ら

し
、
真
相
を
究
明
し
誤
り
な
く
事
実
を
認
定
す
る
た
め
に
は
証
人
尋
問
を
行

な
い
あ
る
程
度
期
日
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

概
に
義
務
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
答

(
川
出
)

弁
が
な
さ
れ
た
。

〔

h
M
U

国
政
レ
ヴ
且
ル
の
選
挙
違
反
裁
判
で
こ
れ
ま
で
に
連
座
制
が
適
用
さ

れ
有
罪
が
確
定
し
て
議
員
失
格
と
な
っ
た
例
は
、
昭
和
三

O
年
の
衆
院

選
で
総
括
主
宰
者
が
起
訴
さ
れ
た
と
き
の
一
例
の
み
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
参
照
、
阪
上
順
夫
「
選
挙
違
反
の
実
態
と
浄
化
へ
の
課
題
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
七
一
五
号
三
六
頁
(
昭
五
五
)
、
前
沢
猛
「
百
日
裁
判
ー
ー
そ

の
空
文
化
の
検
証
」
自
由
と
正
義
三
一
巻
七
号
六
ご
良
(
昭
五
五
)
。
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選挙二法昭和50年改正と憲法問題

(
m
u

同
時
失
効
(
当
然
無
効
〉
主
義
は
、
第
一
次
選
挙
制
度
審
議
会
の
答

申
(
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
)
に
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で

の
審
議
状
況
や
当
然
無
効
主
義
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
宮
沢
俊
義
『
政

治
と
憲
法
|
|
去
思
法
二
十
年
・
下
』
(
昭
四
四
)
一
二
九
頁
以
下
に
、

そ
し
て
法
文
化
の
過
程
で
「
無
力
化
」
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
阪

上
順
夫
『
日
本
選
挙
制
度
論
』
(
昭
四
七
)
一
二
五
頁
以
下
に
詳
し

ーL
V

〈
引
内
)
朝
日
新
聞
五

O
年
二
月
四
日
夕
刊
。
な
お
、
法
務
省
は
関
税
法
違
反

に
か
か
る
第
三
者
所
有
物
没
収
事
件
判
決
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
一
月

二
八
日
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
七
七
頁
、
一
五
九
三
頁
)
を
念
頭
に

お
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
(
参
照
、
宇
津
呂
英
雄
『
注
釈
選
挙
犯

罪
』
(
昭
五
一
)
一
一
六
一
頁
)
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
妥
当
性
に
は
疑

問
も
あ
る
(
奥
平
他
、
前
掲
注
〈
回
)
八
二
頁
〉
。

(
布
)
朝
日
新
聞
五

O
年
二
月
一
三
日
朝
刊
。
な
お
、
訴
訟
参
加
の
可
否
は

裁
判
官
が
決
し
、
ま
た
当
選
人
は
独
立
し
て
上
訴
で
き
な
い
と
さ
れ
て

し
た
。

(
拘
〉
稲
葉
法
務
大
臣
、
根
岸
法
務
省
刑
事
課
長
、
二
月
一
九
日
衆
法
務
録

四
号
七
頁
。
な
お
、
自
治
省
選
挙
部
、
前
掲
注
(
お
〉
一
一
四
頁
は
、

「
刑
事
手
続
と
民
事
手
続
が
裁
然
と
分
離
さ
れ
て
い
る
現
行
訴
訟
体
系

の
も
と
で
:
・
・
:
参
加
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
は
理
論
上
問
題
が
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
刑
事
裁
判
に
新
た
な
第
三
者
で
あ
る
当
選
人
が
関
与
す

る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
裁
判
が
遅
延
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
で
:

・
:
難
点
が
あ
り
、
結
局
今
日
の
改
正
の
よ
う
な
制
度
に
な
っ
た
」
と
し

て
い
る
。

(
竹
〉
公
職
選
挙
法
二
五
三
条
の
二
参
照
。

(
初
日
〉
土
屋
選
挙
部
長
、
五
月
一
一
一
二
日
衆
委
録
五
号
一
四
頁
。

〔

m
印
〉
最
判
昭
和
三
七
年
三
月
一
四
日
民
集
一
六
巻
三
号
五
三

O
頁。

(
伺
)
阿
部
(
社
)
委
員
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
三
五
頁
。

(
創
出
〉
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
五
頁
、
稲
葉
法
務
大

臣
、
二
月
一
九
日
衆
法
務
録
四
号
七
頁
。

(
回
〉
一
二
木
総
理
大
臣
、
五
月
二
八
日
衆
委
録
六
号
三
六
頁
。

(
m
u

大
柴
議
員
、
四
月
一
八
日
衆
本
録
一
七
号
五
八

O
頁。

(
U
M
)

新
井
議
員
、
六
月
五
日
衆
木
録
二
六
号
付
八
四
五
頁
。

(
部
〉
吉
田
法
務
省
刑
事
課
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
五
頁
。

(
叫
山
)
佐
藤
委
員
、
五
月
一
一
一
二
日
衆
委
録
五
号
一
五
頁
。

(
関
山
)
茂
串
内
閣
法
制
局
第
三
部
長
、
五
月
一
一
一
二
日
衆
委
録
五
号
一
五
!
一

六
頁
。

(
槌
)
前
掲
注
(

m

M

)

引
用
文
献
参
照
。

(
的
)
佐
藤
(
社
)
委
員
、
五
月
一
一
一
一
一
日
衆
委
録
五
号
一
四
l
一
五
頁
。

(
叩
)
茂
串
内
閣
法
制
局
第
三
部
長
、
五
月
一
一
一
二
日
衆
委
録
五
号
一
五
頁
。

(
幻
)
新
井
(
公
)
議
員
、
六
月
五
日
衆
本
録
二
六
号
付
八
四
五
頁
、
片
山

(
社
)
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
六
頁
。

(

m

出
〉
吉
田
法
務
省
刑
事
課
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
六
頁
。
な
お
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
裁
判
官
の
立
場
か
ら
の
最
近
の
論
稿
と
し
て
、
大

久
保
太
郎
「
公
判
期
日
の
指
定
と
弁
護
人
の
協
力
|
|
』
百
日
裁
判
事
件

に
対
す
る
考
察
を
契
機
と
し
て
」
自
由
と
正
義
コ
二
巻
七
号
三
八
頁
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料

(
昭
五
五
)
、
同
じ
く
弁
護
人
の
側
か
ら
の
も
の
と
し
て
、
田
口
俊
夫

「
百
日
裁
判
の
実
務
上
の
問
題
点
」
同
五

O
頁
、
が
あ
る
。

資

N 

供

金

託

供
託
制
度
の
趣
旨
は
「
真
に
当
選
を
争
う
意
思
の
な
い
候
補
者
の
乱
立
を

(
的
出
)

防
止
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
大
正
一
四
年
の
普
通
選
挙
法
の
成
立
以

来
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
今
回
、
昭
和
田
四
年
に
行

な
っ
た
供
託
額
改
訂
以
来
の
物
価
の
変
動
及
び
、
テ
レ
ビ
の
政
見
放
送
の
よ

う
な
個
人
的
に
利
用
さ
れ
る
公
営
費
用
が
衆
議
院
議
員
選
挙
で
候
補
者
一
人

当
た
り
一

O
O万
円
、
参
議
院
で
五

O
O万
円
に
達
す
る
と
い
う
選
挙
公
営

(
似
〉

の
大
幅
拡
大
を
理
由
と
し
て
、
約
三
倍
の
供
託
金
引
き
上
げ
を
図
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
社
会
党
は
、
い
わ
ゆ
る
泡
沫
候
補
が
正
し
い
選
挙
を
妨
害
し

て
い
る
の
は
否
め
な
い
事
実
だ
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
そ
も
そ
も
選
挙
に
立

候
補
す
る
に
は
相
当
数
の
人
々
の
支
持
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
人
々
か
ら
の
相
当
額
の
カ
ン
パ
と
い
っ
た
も
の
が
期
待
で
き
る

は
ず
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
供
託
金
は
法
定
得
票
数
を
と
り
さ
え
す
れ
ば
返

還
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
定
期
間
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
程
度

の
こ
と
は
政
党
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も
選
挙
に
出
る
以
上
は
予
定
す
べ
き

も
の
で
あ
る
と
し
て
積
極
的
に
賛
成
し
場
た
だ
、
泡
沫
候
補
の
防
止
の
た

め
に
は
供
託
金
制
度
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
有
権
者
が
一

O
O万
を
越
え
る
首
長
選
挙
等
に
お
い
て
は
、
有
権
者
の
あ
る
程
度
の
推
薦

(
M山
)

署
名
を
も
っ
て
立
候
補
の
資
格
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
税
金
を
用
い
て
行
な

う
選
挙
公
営
は
現
状
が
限
界
で
あ
る
か
ら
、
今
後
は
納
付
金
制
度
を
採
用
し

(

M
別

)

て
一
一
層
の
公
営
拡
大
を
図
る
べ
き
こ
と
の
追
加
提
案
を
行
な
っ
た
。

民
社
党
も
供
託
金
の
増
額
に
基
本
的
に
賛
意
を
表
し
た
が
、
泡
沫
候
補
防

止
の
た
め
に
は
更
に
一
段
の
引
き
上
げ
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
真
撃

な
立
候
補
者
に
累
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
法
定
得
票
数
を
引
き

(
m
m
)
 

下
げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
、
当
初
の
国
会
審
議
に
お
い
て
は
、
供
託
金
に
関
し
て
の
実

質
的
な
憲
法
論
議
と
い
う
も
の
は
、
増
額
に
賛
成
す
る
政
党
か
ら
は
も
ち
ろ

ん
、
公
職
選
挙
法
改
正
に
反
対
す
る
政
党
か
ら
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
間
に
院
外
に
お
い
て
は
、
新
聞
や
雑
誌
を
通
じ
て
、
現
行
(
改
正

前
)
の
供
託
金
額
で
さ
え
既
に
異
常
に
高
額
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
一
層
引
き

上
げ
る
と
い
う
の
は
国
民
の
被
選
挙
権
に
財
産
上
の
制
約
を
加
え
る
こ
と
に

な
り
、
憲
法
一
五
条
に
定
め
る
普
通
選
挙
の
原
則
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い

(
川
出

V

か
と
い
う
疑
い
が
憲
法
学
や
政
治
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
投
げ
掛
け
ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
言
論
活
動
の
規
制
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
問
題
が
国
会
に
お
い
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て
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
は
「
不
思
議
」
で
も
あ
り
「
不
安
」
で

(

刑

〉

〈

胤

)

も
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。

国
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
参
議
院
段
階
に
入
っ
て
か
ら
、
公
明
党
が
こ

の
よ
う
な
院
外
に
お
け
る
意
見
を
引
用
し
つ
つ
、
供
託
金
の
三
倍
引
き
上
げ

と
い
う
の
は
国
民
の
立
候
補
の
白
由
を
侵
す
こ
と
に
な
る
し
、
あ
る
候
補
者

が
泡
沫
か
否
か
は
国
民
が
投
票
行
動
を
通
じ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
ま
た
、
実
質
的
に
み
て
も
、
供
託
金
を
増
額
し
て
も
「
金
持
ち
の
泡
沫

(

印

)

候
補
」
は
防
止
で
き
な
い
と
し
て
反
論
を
行
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で

も
二
倍
程
度
の
引
き
上
げ
な
ら
許
容
し
う
る
と
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

(
m
u
 

さ
れ
よ
う
。

選挙二法昭和50年改正と憲法問題

(
開
)
土
屋
選
挙
部
長
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
一
九
頁
。

(
川
四
)
土
屋
、
前
掲
注
(
回
)
。
「
ち
な
み
に
戦
前
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
に

お
け
る
供
託
額
は
二
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
現
在
の
貨
幣
価
値

に
換
算
す
る
と
約
百
万
円
に
相
当
す
る
額
と
な
り
、
改
正
前
の
供
託
額

の
約
三
倍
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
」
自
治
省
選
挙
部
、
前
掲
注
ハ
臼
〉

三
三
頁
。

(
回
)
山
田
委
員
、
六
月
三
日
衆
委
録
八
号
二
一
頁
。

(
国
別
)
大
柴
議
員
、
四
月
一
八
日
衆
木
録
一
七
号
五
八

O
頁
。
こ
の
提
案
に

対
し
て
は
、
参
政
権
の
制
約
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
答
弁
が
な
さ

れ
た
〔
福
田
自
治
大
臣
〕
。

(

M

別
)
山
田
委
員
、
六
月
四
日
衆
委
録
九
号
一
四
頁
。
昭
和
二
七
年
の
公
職

選
挙
法
改
正
以
前
に
供
託
金
の
他
に
公
営
分
担
金
と
い
う
制
度
が
と
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
提
案
も
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
選
挙

公
営
の
た
て
ま
え
か
ら
供
託
金
制
度
に
一
本
化
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、

政
府
は
、
納
付
金
制
度
の
可
否
は
今
後
の
公
営
制
度
の
あ
り
方
を
含
め

て
十
分
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
と
し
て
い
る
〔
土
屋
選
挙

部
長
、
六
月
一
八
日
参
委
録
五
号
一
五
頁
〕
。
な
お
、
今
回
の
公
営
拡

大
に
際
し
て
供
託
金
を
没
収
さ
れ
た
者
に
は
公
営
分
の
費
用
の
支
払
い

を
行
な
わ
な
い
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
考
慮
し
た
も
の

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
〔
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
四
日
衆
委
録
九

号
一
四
頁
〕
。

(
弼
)
和
田
議
員
、
六
月
九
日
参
本
録
一
五
号
五
八
五
頁
。
し
か
し
、
政
府

は
、
流
石
に
こ
れ
以
上
の
供
託
額
の
引
き
上
げ
は
立
候
補
の
自
由
と
の

関
連
で
問
題
が
あ
る
し
、
現
行
の
供
託
物
没
収
点
は
真
に
当
選
を
争
う

候
補
者
の
立
候
補
を
抑
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
公
営
の
大
幅
拡

充
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
没
収
点
を
引
き
下
げ
る
必
要
も
認
め
ら

れ
な
い
と
し
て
い
る
〔
福
田
自
治
大
臣
、
六
月
九
日
参
本
録
一
五
号
五

八
六
頁
〕
。

ハ
的
)
田
口
富
久
治
、
胡
朝
日
新
聞
五

O
年
六
月
一
一
一
日
朝
刊
、
杉
原
泰
雄
、
朝

日
新
聞
五

O
年
六
月
六
日
夕
刊
、
奥
平
他
、
前
掲
注
(
臼
〉
八

O
頁
等

参
照
。

(
川
)
杉
原
、
前
掲
注
(
伺
)
。
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料

(
則
)
国
会
の
中
で
初
め
て
こ
の
問
題
に
論
及
し
た
の
も
、
や
は
り
、
参
考

人
と
し
て
発
言
し
た
長
谷
川
正
安
、
柚
正
夫
両
教
授
で
あ
っ
た
〔
六
月

三
日
衆
委
録
八
号
六
l
七
頁
〕
。

〈

m)
多
国
委
員
、
六
月
二

O
日
参
委
録
六
号
一
九
頁
。

〔
問
)
「
私
は
|
|
こ
う
い
っ
た
論
文
を
発
表
し
た
教
授
の
方
々
は
、
現
行

で
も
高
過
ぎ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
私
た
ち
は
、
上
げ
る
に
し
ま
し
で
も
せ
め
て
二
倍
程
度
に
抑
え

る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
〔
多

国
委
員
、
六
月
二
五
日
参
委
録
七
号
二
一
一
頁
〕

資

* 

* 

キ

O
公
職
選
挙
法
・
参
照
文
献
(
政
党
機
関
紙
誌
等
、
教
科
書
類
及
び
本
稿

の
注
で
引
用
し
た
も
の
を
除
く

l
i五
十
音
順
〉

付

昭

和

五

O
年
改
正
に
関
す
る
も
の

秋
山
陽
一
郎
「
改
正
の
経
緯
と
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
八
巻
一
二
号
四
頁

(
昭
五

O
)

、Bノ
、

ノ

岩
田
盛
宏
「
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
つ
い
て
位
、
仔
」
捜
査
研
究
二
四
巻
一

O
号
五
頁
、
一
二
号
一
一
良
(
昭
五

O
)

鮫
島
真
男
「
司
法
・
法
務
関
係
の
新
法
律
の
解
説
1
ー
ー
公
職
選
挙
法
の
改
正

そ
の
他

i
l」
法
曹
時
報
二
七
巻
九
号
五
四
頁
(
昭
五

O
)

重
松
蕃
「
言
論
・
出
版
の
自
由
と
公
職
選
挙
法
」
労
働
法
律
旬
報
八
八

O
号

四
頁
(
昭
五

O
)

自
治
省
選
挙
課
「
改
正
公
職
選
挙
法
関
係
質
疑
集
に
つ
い
て
」
選
挙
二
九
巻

一
号
三
二
頁
(
昭
五
一
)

杉
原
泰
雄
「
公
職
選
挙
法
改
正
案
の
問
題
点
」
時
事
教
養
五

O
年
六
月
号
、

同
「
第
七
五
通
常
国
会
に
思
う
」
東
大
新
聞
五

O
年
七
月
一
四
日
号
〔
以

上
二
点
は
、
杉
原
泰
雄
『
初
年
代
憲
法
政
治
へ
の
序
章
β
』
(
昭
五
五
)

f
k
 

に
収
め
ら
れ
て
い
る
〕

鈴
木
康
洋
「
改
正
公
職
選
挙
法
解
説
」
自
由
と
正
義
二
七
巻
三
号
三
四
頁

(
昭
五
一
)

土
屋
正
三
「
改
正
選
挙
二
法
を
め
ぐ
っ
て
」
自
治
研
究
五
一
巻
一
二
号
三
頁

(
昭
五

O
)

西
嶋
勝
彦
「
公
職
選
挙
法
『
改
正
』
案
批
判
|
|
文
書
図
画
の
掲
示
・
機
関

紙
等
の
頒
布
制
限
を
中
心
に
」
労
働
法
律
旬
報
八
八

O
号
一
一
頁
(
昭
五

O〉
野
中
俊
彦
「
『
公
職
選
挙
法
』
、
『
政
治
資
金
規
正
法
』
の
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
五
九
四
号
一
四
頁
(
昭
五

O
)

堀
部
政
男
「
『
言
論
・
表
現
の
自
由
』
化
へ
逆
行
す
る
改
正
公
職
選
挙
法
」

宣
伝
会
議
一
九
七
五
年
二
一
月
号
一
三
八
頁

山
野
博
行
他
「
日
の
目
み
た
選
挙
二
法
」
立
法
と
調
査
一
九
七
五
年
九
月
号

コ一

O
頁
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同

昭
和
五

O
年
改
正
の
新
聞
紙
等
の
規
制
に
つ
き
参
考
と
な
る
も
の



選挙二法昭和50年改正と憲法問題

小
関
紹
夫
他
『
選
挙
法
全
書
』
(
昭
五

O
)

斎
藤
鳩
彦
『
選
挙
運
動
抑
圧
法
制
の
思
想
と
構
造
』
(
昭
五

O
〉

阪
上
順
夫
『
選
挙
制
度
、
政
治
資
金
の
実
態
と
各
党
の
政
策
』
(
昭
五
四
〉

吉
田
善
明
『
選
挙
制
度
改
革
の
理
論
』
(
昭
五
四
)

大
石
義
雄
「
実
ぷ
訟
と
公
職
選
挙
法
違
反
事
件
判
決
批
判
」
産
大
法
学
一
一
一
一
巻

三
号
一
頁
(
昭
五
四
)

奥
平
康
弘
「
選
挙
運
動
に
対
す
る
規
制
と
表
現
の
自
由
」
自
由
と
正
義
一
一
一
一

巻
七
号
二
頁
ハ
昭
五
五
)

川
口
是
「
表
現
の
自
由
と
公
職
選
挙
法
」
人
文
(
京
大
教
養
部
〉
二
五
号
二

八
頁
(
昭
五
回
)

柚
正
夫
「
選
挙
運
動
の
文
書
図
画
制
限
規
定
と
憲
法
原
則
」
法
政
研
究
三
八

巻
二
・
コ
了
四
号
二
八
三
頁
(
昭
四
七
〉

同
「
公
職
選
挙
法
と
自
由
選
挙
l
|
戸
別
訪
問
自
由
化
、
言
論
・
文
書
活
動

解
禁
を
中
心
に
|
|
|
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
五
号
三
八
頁
(
昭
五
五
〉

、，ノ

長
尾
一
紘
「
選
挙
に
関
す
る
憲
法
上
の
原
則
仲
」
ロ

l
ス
ク
ー
ル
一
コ
一
号
六

九
頁
(
昭
五
回
〉

長
山
頼
輿
「
選
挙
に
関
す
る
『
報
道
・
評
論
』
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
捜
査
研

究
二
三
巻
六
号
三
八
頁
(
昭
四
九
)

野
中
俊
彦
「
選
挙
判
例
の
動
向
1

1
最
近
の
判
例
を
中
心
と
し
て
|
|
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
六
回

O
号
三
三
頁
(
昭
五
二
〉

同
「
選
挙
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
と
判
例
の
動
向
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一

O
号
九

六
頁
(
昭
五
五
)

福
寿
幸
男
「
選
挙
制
度
の
改
革
」
現
代
の
エ
ス
プ
リ
『
選
挙
』
一
五
頁
(
昭

五
O
)

三
木
武
夫
「
保
守
政
治
改
革
の
原
点
」
中
央
公
論
四
九
年
九
月
号
一
一
四
頁
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Public Offices Election Law-一一The1975 
Amendments and the Diet Debate on 

the Constitutional Issues 

Teruki TSUNEMOTO* 

Introduction 

卜 Outlineof the amendments 

ll. Regulation on distribution of campaign literature 

(1) Ban on party organ extra 

(2) Limitations on the newspaper 

(3) Definition of “report and comment on election" 

(4) Creation of substitutive leaflet at public expense 

1lI.“Guilt-by-association" system 
¥V. Monetary deposit 

* * * * * * * * 
In 1975， the Miki Cabinet submitted a bill to the Diet to amend 

the Public Offices Election Law by revising such articles as: regulation 

of distribution of campaign leaflets，“guilt-by-association" system， 

and deposit in order to secure fairness of legislative campaigns， to 

maintain the costs of campaigns reasonably low， and for other purposes. 

During deliberations by the committees and the debates within 

both chambers， heated arguments centered around the constitutionality 

of campaign control provisions of the bill. 

The opposition denounced the leaflet regulation， for example， 

as undue infringement of freedom of speech. On the other hand， the 

constitutional guarantee of due process was invoked by the government 

concerning the issue of“guilt-by-association" system， and so on. 

This “material" looks into the relevant publications including 

Diet Records and party organs to know the government's and each party's 

interpretation of the Constitution and the election law in perspective. 

* LL. D. Candidate， University of Hokkaido 
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